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平成25年９月６日 開会 

平成25年９月25日 閉会 

  （定例第６回） 



南部町告示第69号

平成25年第６回南部町議会定例会を次のとおり招集する。

平成25年８月20日

南部町長 坂 本 昭 文

記

１．期 日 平成25年９月６日

２．場 所 南部町議会議場

○開会日に応招した議員

白 川 立 真君 三 鴨 義 文君

米 澤 睦 雄君 板 井 隆君

植 田 均君 景 山 浩君

杉 谷 早 苗君 細 田 元 教君

石 上 良 夫君 井 田 章 雄君

秦 伊知郎君 亀 尾 共 三君

真 壁 容 子君 青 砥 日出夫君

○応招しなかった議員

な し
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平成25年 第６回（定例）南 部 町 議 会 会 議 録（第１日）

平成25年９月６日（金曜日）

議事日程（第１号）

平成25年９月６日 午前11時00分開会

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 議事日程の宣告

日程第４ 行政報告

日程第５ 諸般の報告

日程第６ 報告第３号 平成24年度健全化判断比率について

日程第７ 報告第４号 平成24年度資金不足比率について

日程第８ 報告第５号 法人の経営状況について

日程第９ 報告第６号 専決処分の報告について

日程第10 議案第57号 平成24年度南部町一般会計歳入歳出決算の認定について

日程第11 議案第58号 平成24年度南部町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

日程第12 議案第59号 平成24年度南部町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第13 議案第60号 平成24年度南部町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

日程第14 議案第61号 平成24年度南部町住宅資金貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

日程第15 議案第62号 平成24年度南部町建設残土処分事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

日程第16 議案第63号 平成24年度南部町墓苑事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第17 議案第64号 平成24年度南部町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

日程第18 議案第65号 平成24年度南部町浄化槽整備事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第19 議案第66号 平成24年度南部町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について
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日程第20 議案第67号 平成24年度南部町水道事業会計歳入歳出決算の認定について

日程第21 議案第68号 平成24年度南部町病院事業会計歳入歳出決算の認定について

日程第22 議案第69号 平成24年度南部町在宅生活支援事業会計歳入歳出決算の認定について

日程第23 議案第70号 南部町行財政運営審議会条例の一部改正について

日程第24 議案第71号 南部町税条例の一部改正について

日程第25 議案第72号 南部町国民健康保険税条例の一部改正について

日程第26 議案第73号 公の施設の指定管理者の指定について

日程第27 議案第74号 平成25年度南部町一般会計補正予算（第３号）

日程第28 議案第75号 平成25年度南部町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）

日程第29 議案第76号 平成25年度南部町太陽光発電事業特別会計補正予算（第２号）

日程第30 議案第77号 平成25年度南部町病院事業会計補正予算（第１号）

本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 議事日程の宣告

日程第４ 行政報告

日程第５ 諸般の報告

日程第６ 報告第３号 平成24年度健全化判断比率について

日程第７ 報告第４号 平成24年度資金不足比率について

日程第８ 報告第５号 法人の経営状況について

日程第９ 報告第６号 専決処分の報告について

日程第10 議案第57号 平成24年度南部町一般会計歳入歳出決算の認定について

日程第11 議案第58号 平成24年度南部町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

日程第12 議案第59号 平成24年度南部町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第13 議案第60号 平成24年度南部町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

日程第14 議案第61号 平成24年度南部町住宅資金貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て
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日程第15 議案第62号 平成24年度南部町建設残土処分事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

日程第16 議案第63号 平成24年度南部町墓苑事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第17 議案第64号 平成24年度南部町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

日程第18 議案第65号 平成24年度南部町浄化槽整備事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第19 議案第66号 平成24年度南部町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第20 議案第67号 平成24年度南部町水道事業会計歳入歳出決算の認定について

日程第21 議案第68号 平成24年度南部町病院事業会計歳入歳出決算の認定について

日程第22 議案第69号 平成24年度南部町在宅生活支援事業会計歳入歳出決算の認定について

日程第23 議案第70号 南部町行財政運営審議会条例の一部改正について

日程第24 議案第71号 南部町税条例の一部改正について

日程第25 議案第72号 南部町国民健康保険税条例の一部改正について

日程第26 議案第73号 公の施設の指定管理者の指定について

日程第27 議案第74号 平成25年度南部町一般会計補正予算（第３号）

日程第28 議案第75号 平成25年度南部町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）

日程第29 議案第76号 平成25年度南部町太陽光発電事業特別会計補正予算（第２号）

日程第30 議案第77号 平成25年度南部町病院事業会計補正予算（第１号）

出席議員（14名）

１番 白 川 立 真君 ２番 三 鴨 義 文君

３番 米 澤 睦 雄君 ４番 板 井 隆君

５番 植 田 均君 ６番 景 山 浩君

７番 杉 谷 早 苗君 ８番 細 田 元 教君

９番 石 上 良 夫君 10番 井 田 章 雄君

11番 秦 伊知郎君 12番 亀 尾 共 三君

13番 真 壁 容 子君 14番 青 砥 日出夫君

欠席議員（なし）
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欠 員（なし）

事務局出席職員職氏名

局長 唯 清 視君 書記 前 田 憲 昭君

書記 小 林 公 葉君

説明のため出席した者の職氏名

町長 坂 本 昭 文君 副町長 陶 山 清 孝君

教育長 永 江 多輝夫君 病院事業管理者 吉 原 賢 郎君

総務課長 加 藤 晃君 財政室長 三 輪 祐 子君

企画政策課長 矢 吹 隆君 地域振興専門員 長 尾 健 治君

税務課長 畠 稔 明君 町民生活課長 仲 田 磨理子君

教育次長 板 持 照 明君 総務⋞学校教育課長 福 田 範 史君

病院事務部長 中 前 三紀夫君 健康福祉課長 伊 藤 真君

福祉事務所長 頼 田 光 正君 建設課長 頼 田 泰 史君

上下水道課長 谷 田 英 之君 産業課長 仲 田 憲 史君

監査委員 須 山 啓 己君

○議長（青砥日出夫君） 開会前ではございますが、吉原賢郎病院事業管理者から御挨拶をしたい

旨の申し出を受けております。御挨拶を賜りたいと思います。

では、吉原賢郎病院事業管理者、どうぞ。

病院事業管理者挨拶

○病院事業管理者（吉原 賢郎君） ７月５日付で西伯病院病院事業管理者に就任いたしました吉

原賢郎でございます。どうぞよろしくお願いいたします。西伯病院の基本理念でございます「地

域の住民の皆さんへの安心の提供」を少しでも努めていきたいというふうに努力してまいりたい

と思いますので、どうぞ皆さんの御指導と御協力をよろしくお願いいたします。簡単ですけども。

（拍手）

議長挨拶
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○議長（青砥日出夫君） 平成２５年９月定例会の冒頭に当たり、一言御挨拶を申し上げます。

朝晩秋の気配が感じられますものの、まだまだこれから残暑厳しき毎日でございます。ことし

の夏も非常に猛暑であり、軒並み３５度を超える猛暑日も多数ございました。町民の皆様もくれ

ぐれも体調管理、健康管理に留意され、御自愛なされますことを御祈念申し上げるところであり

ます。

７月１５日には山陰地方は大雨となり、我が南部町にも大きな被害がありました。谷からの土

石流により道路が寸断され、集落が孤立する事態が発生し、また床上浸水２戸、床下浸水５戸が

発生し、さらに町の簡易水道施設も大きな被害を受け、給水車による応急給水という事態にもな

りました。道路におきましては国道１８０号線では土砂崩れにより閉鎖になりました。改めて自

然災害のすさまじさ、そして、常日ごろから私たちの備えについての大切さを肝に銘じたところ

であります。

外国との間においても、尖閣諸島、竹島問題の、解決の糸口も見出さない難しい問題もありま

す。７月２１日には第２３回参議院通常選挙が執行され、新たな日本についての体制が定まりま

した。いずれにしましても広い視野を持ち、日本にとって最も大切なことは何かを考えていただ

き、今後の日本のかじ取りをしていただくことを強く望みます。

本定例会におきましては、２４年度決算認定が１３件、補正予算案４件、条例改正等が３件、

指定管理１件、合わせまして２１件の付議案件について御審議をいただく予定になっています。

後ほど町長から議案の内容について説明がございますが、議会といたしましては町民の要望に

応えるべく、提出されております諸議案に対しまして慎重審議をいただき、適正かつ妥当な議決

に達することをお願いいたしまして、９月定例会における議長の開会の冒頭の御挨拶といたしま

す。

町長挨拶

○町長（坂本 昭文君） ９月定例会の開催に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。

議員各位におかれましては、それぞれの議員活動を通じまして町政の進展と発展に御尽瘁をい

ただいておりまして、まことにありがとうございます。

おかげさまで６月議会以降、本日まで町政は順調に推移をしておるということを御報告を申し

上げておきたいと思います。

この間発生をいたしましたちょっと大きな事件などがありましたので、御報告を申し上げます。

６月の１６日に原工業団地で鳥取ビブラコースティック工場内で接着剤の材料が燃えて壁や天井
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を燃やしたという建物火災が発生をいたしましたが、幸いに消防団などの素早い消火活動により

まして、大事には至らずに終わっております。けが人もなかったということでございます。

７月１５日には、時間雨量６８ミリというようなゲリラ豪雨が南西伯地域に降りまして、大き

な被害が発生をいたしました。９月中旬の災害査定に向けて現在準備を進めているところでござ

います。

１点、大変喜ばしい御報告を申し上げたいと思います。米子工業２年の古田直輝選手が、全国

高校総合体育大会、インターハイでございますけれども、ボート競技で男子シングルスカルとい

うものですが、見事全国優勝をなし遂げて喜びの御報告を受けております。南部町出身で、大変

誇らしく思っておるところでございます。

さて、この間でございますけれども、人口の推移がございます。やはり減少傾向に推移をいた

しておりまして、８月末、１万１，５３８人というぐあいに承知をいたしております。この間の

出生数でございますけれども、１９人、そしてお亡くなりになった方が３８人ということでござ

います。それぞれの皆様の健やかな御成長と、お亡くなりになった皆様の御冥福を本議場を通じ

てお祈りを申し上げたいと思う次第であります。

本議会におきましては、平成２４年度の一般会計歳入歳出決算の認定などのほか、補正予算の

議案など、２１議案の上程をいたすわけでございます。それぞれの議案につきまして、後ほど詳

しく御説明を申し上げますけれども、町政の推進には、ぜひ御賛同いただき、御承認を賜りたい

と思うわけであります。よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げまして、御挨拶とかえた

いと思います。

午前１１時００分開会

○議長（青砥日出夫君） ただいまの出席議員数は１４人です。地方自治法第１１３条の規定によ

る定足数に達しておりますので、平成２５年第６回南部町議会定例会を開会いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

⋞ ⋞

日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（青砥日出夫君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、次の２人を指名いたします。

１番、白川立真君、２番、三鴨義文君。

⋞ ⋞
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日程第２ 会期の決定

○議長（青砥日出夫君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。

お諮りいたします。今期定例会の会期は、２０日間といたしたいと思います。これに御異議ご

ざいませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（青砥日出夫君） 御異議なしと認めます。よって、会期は、２０日間と決定いたしました。

⋞ ⋞

日程第３ 議事日程の宣告

○議長（青砥日出夫君） 日程第３、議事日程の宣告を行います。

本日の議事日程は、お手元に配付の日程表のとおりであります。

⋞ ⋞

日程第４ 行政報告

○議長（青砥日出夫君） 日程第４、行政報告を行います。

町長より報告を受けます。

町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 行政報告を行います。

西部町村会では、８月６日から８日の間、熊本県御船町役場及び佐賀県武雄市役所に行政調査

を行いました。概要を御報告を申し上げます。

御船町は熊本市の東南１６キロに位置し、面積９９平方キロ、人口約１万８，０００人ですが、

昭和５４年に恐竜の化石が発見されたことから恐竜の里づくりを進めている町であります。御船

町の山本町長は、現在２期目を迎えておられますが、町長選挙に臨むに当たって、マニフェスト

による町づくりを手法として取り入れて町政の展開を図っておられます。

知事や首長のものをローカルマニフェストと言います。明確なビジョンと具体的な手法が提示

されているため、住民が関心を持ちやすく、就任後の実績評価がしやすいのが特徴だということ

でございます。

ローカルマニフェストの普及は２つの効果をもたらします。１つ目は住民主体の自治になるこ

とです。首長候補者が住民に対してローカルマニフェストを提示し、住民が自分の考えに合った

政策を選択することによって住民の意思をより反映した政策が即実施されることが期待されます。

２つ目は、住民がローカルマニフェストの履行をチェックすることで地方政治や地方行政の質が

向上すると言われております。ローカルマニフェストでは進捗状況が明確になるために、住民も
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選挙時の約束が守られたか判断することができます。ローカルマニフェストの作成、実行、自己

及び第三者評価検証、そして、地方政治や行政の改善、次回選挙時での新たなローカルマニフェ

ストの作成というサイクルが回ることで、地方政治や地方行政の質が向上することが期待される

ということでございます。

山本町長は、このようなマニフェストの理念を理解され、具体的な政策の中でこれを実践して

おられました。具体的には町長選挙の前にマニフェスト型公開討論会を開催し、選挙に臨みます。

当選したら総合計画への落とし込みをし、マニフェスト実施計画の作成をします。できたものを

住民参加でマニフェスト意見交換会で計画の補完を行います。任期の中途で、マニフェスト検証

大会を行い、成果の検証と計画の改善を行います。任期の終わりに成果の検証を行い、これを踏

まえて町長選挙立候補予定者がマニフェストの作成をし、マニフェスト型公開討論会を終えて選

挙に臨むというＰＤＣＡサイクルを基本としておられます。このように町長はマニフェストを中

心に政策を推進していけばよいのですけれども、議会は町長と町民との二人三脚に傍観者にいる

ような立場になってしまいます。そこで議会としても全員協議会の毎月開催、独自研修会、議会

報告会の開催、議会基本条例の制定による通年議会の開催、議会モニター、アドバイザーの設置

など盛り上がっておられました。

山本町長のマニフェストに対する真摯な取り組みで、私が特に関心しましたことは、アンケー

ト調査などを活用してマニフェストに対する評価を点数であらわしておられることであります。

例えば、マニフェストの柱である、宣言１、健康生き生き御船町に掲げた検証施策７事業がござ

いますけれども、その評価を受けて、採点結果は町長は３０点、町民は４５点、議会は１６人中

９人の議員が評価しておられまして、平均が６０点というものでございます。これは事業ごとに

やっておられるわけであります。ばらつきがありますけれども、これを繰り返し行っていくこと

によって精度が高まっていくものと思います。

このたびの視察で、マニフェストに対する真摯な態度と、それを具体的な数値化することによ

って、誰にでも達成度を示すことができ、町政が進んでいくことをみんなで共有できる利点があ

り、今後に生かしていかなければならないと思いました。しかし、一方では、再選のための戦略

という批判もあるようでございまして、地方分権や地方自治を手探りで実践中と受けとめて帰っ

た次第であります。

次、佐賀県武雄市の行政視察は、指定管理に出した市立図書館運営の内容、指定管理の効果、

市民の反響、そして全小⋞中学生へのタブレット端末配布について視察をして帰りました。武雄

市図書館は、平成１２年１０月にオープンし、貸し出し冊数は３０万冊を少しずつ積み重ねてい
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ましたが、入館者は平成１４年の２９万４，６００人をピークに年々減少している状況にありま

した。

平成１８年に武雄市長に就任した樋渡啓祐氏は、まず休館日を減らす取り組みに着手、１８年

に２７０日開館していた図書館も、平成２４年には３３１日の開館となりました。これに満足す

ることなく、３６５日年中無休で開館したい、行政でできなければ民間の力でお世話になりたい

と考えておられたときに、ある日、「カンブリア宮殿」というテレビ番組で紹介された代官山蔦

谷書店と理念が一致したことから、早速社長に面会されまして、図書館管理をお願いされ、平成

２５年、ことし４月より本格的な指定管理者による運営が開始されております。その結果、本年

７月末までのわずか４カ月でございますけれども、来館者数が過去最高を更新する３４万４，０

００人、図書貸し出し数も１日平均１，６４３冊、累計で約２０万冊となりまして、人数で前年

対比３８６％、貸し出し図書数で１８６％の伸びを示し、民間への指定管理の成功を物語ってお

ります。

利用者アンケートの結果、新しい図書館に生まれ変わったことについて、８割以上の人が満足

と答え、スタッフのサービスにも７割が肯定的に答えています。満足しているサービスは、市内

の人は開館時間の延長が最も多く、市外から来られる人はスターバックス併設が最も多く、本が

ふえたこと、２階学習室が静か、明るくて開放的などと高い評価が得られております。

私が一番感心したのは、図書館の中にスターバックスが入居しており、利用者はコーヒーを飲

みながら静かに本を読んでいるお姿、そしてまた新刊本を販売もしている状況でございました。

単純な経費節減を狙った指定管理制度の活用ではなく、はっきりとした目的を持ってその理想を

共有できる人にお願いすれば、ここまで変わるのかということを実感した次第でございます。

次に、タブレット端末を市内全小⋞中学生４，２４１人に配布をされるわけですが、この考え

方や効果などについて研修しました。

平成２２年の５月にｉＰａｄが日本で発売になったことを契機に、その年の９月、補正予算で

予算化をされまして４０台の購入をされております。理由はパソコンよりも立ち上がりが非常に

速いというところに着目をしたと伺いました。２３年３月には１９６台を購入されて、２つの小

学校の４年から６年生に配布しておられます。

市長はこの間、タブレット端末の全員配布をＩＣＴ教育推進協議会に諮問して意見をお尋ねに

なっておられるわけですが、協議会は民間業者の標準学力調査で先行配布した２つの小学校の成

績が、平均が県平均を上回ったこと、全小⋞中学校の校長が配布を希望したなどの理由で、全員

配布を答申なさっておられます。この答申を受けて、タブレット端末の全員配布を決断し、今年
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度末には全小中学校の８割の教室にタブレット端末と連動する電子黒板を導入し、来年度には全

員配布する方針ということでございます。先行した学校の子供からも教師からも、とてもわかり

やすい授業になったと評価が高いという説明を受けております。

日本のＩＣＴ教育はシンガポールやタイに比べて随分おくれているそうでありまして、日本経

済新聞が選んだ「跳べニッポン人」や朝日新聞社の「日本を立て直す１００人」に選ばれた樋渡

市長の行政目的をはっきりと示しながら、スピード感のある施策で対応される姿に、リーダーは

このようでありたいものと学んで帰った次第でございます。

以上、行政視察報告といたします。

⋞ ⋞

日程第５ 諸般の報告

○議長（青砥日出夫君） 日程第５、諸般の報告を行います。

初めに、議長より報告いたします。

まず、南部町議会議員による鳥取県議会常任委員会傍聴について報告いたします。６月の２５

日、南部町議会による鳥取県議会常任委員会傍聴に行きました。南部町議会初の試みとして、南

部町議会議員による鳥取県議会常任委員会傍聴の研修を行ってまいりました。県議会常任委員会

傍聴会を行い、県議会において工夫されていることについて学び、南部町議会の運営をより効果

的⋞効率的とすることを目的としております。

次の点について工夫されております。

採決時に非常にスピーディーであり、無駄がない。

採決の前に、若干の質疑の時間をとるが、延々と質疑が連続するものではなく、数個の質疑で

終了し、即座に採決を行って結果を出している。ちなみにこれは議員が議案について非常に深く

勉強されていることを示します。

請願、陳情において、自分の考えをまず明確にし、即座に挙手を行うことにより委員会の結果

を出しています。

済みません、今のは３番目で、４番目に、各委員が非常に冷静であり、また紳士的に議論し、

不規則発言は全くありませんでした。

５番目、議員の発言自体も簡潔明瞭であり、回りくどい発言や不明確な発言は全くございませ

んでした。

６番目、各課長からの報告事項が多数あったが、各課長は簡潔明瞭に発言することを心がけて

いることがよくわかりました。
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質疑については、大きな視点からのものが多く、大局的な観点からなされておりました。ただ、

予算関係の説明資料については南部町の事業説明書の方がレベルがかなり高いことを確認してお

ります。以上であります。

続きまして、鳥取県町村議会議長定期総会について。７月の１日、米子市の弓ヶ浜荘において

本会の６月定期総会を開催をいたしました。総会では主として平成２３年度決算を提案し、議案

のとおり認定されました。また、本会に議会運営の調査検討に係る専門委員会を設置する旨の報

告がございました。詳細につきましては事務局に閲覧に供しておりますので、よろしくお願いを

いたします。

続きまして、全国森林環境税創設促進議員連盟総会が福島県会津郡南会津町で行われました。

森林環境税の創設に関する決議、地球温暖化防止のため、温室効果ガスの削減のみならず、地球

規模の重要かつ喫緊の課題となっています。このような中、石油石炭税の税率の特例措置が平成

２４年１０月に講じられたが、本連盟が実現を求めてきた森林吸収減対策及び地方の地球温暖化

対策に関する財源確保は、自由民主党及び公明党の平成２５年度税制改正大綱において、消費税

等改正法第７条の規定に基づき、早急に総合的な検討を行うとされています。もとより地球温暖

化防止をより確実なものとするためには、森林の整備⋞保全等の森林吸収減対策や、豊富な自然

環境が生み出す再生可能エネルギーの活用などの取り組みを山村地域の市町村が主体的⋞総合的

に実施することが不可欠であります。しかしながら、これら市町村では、木材の価格の暴落⋞低

迷や林業従事者の高齢化⋞後継者不足など、厳しい情勢にあるほか、攻めの林業及び山村の元気

⋞創造に取り組むための恒久的⋞安定的な財源が大幅に不足しています。よって、促進連盟及び

促進議員連盟は、一致結束し、総力を挙げて森林環境税の創設に取り組みますというような決議

がなされております。この詳細につきましても、事務局に閲覧に供しておりますので、よろしく

お願いをしたいと思います。

続きまして、西部町村議長会臨時会及び連絡会につきまして。７月の１７日、江府町議会の改

選によりまして川上富夫議長が誕生いたしまして、臨時会を開きました。２４年度の事業報告、

歳入歳出の認定、また西部町村議会議長会の役員の補欠選挙ということで行いまして、会長に大

山町の野口議長、副会長に日南町の村上議長と南部町の青砥でございます。詳細につきましては

閲覧に供しておりますので、よろしくお願いをいたします。

続きまして、西部議長会正⋞副議長研修会でございます。７月の２４日、西部町村議会正⋞副

議長、局長合同研修会が江府町で行われました。７月２４日、西部町村議会正⋞副議長、局長合

同研修会におきまして、議会運営上の諸問題についての事例研究とし、鳥取県西部町村各議会か
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らの問題についての提出を受け、この問題についての検討を行い、今後、鳥取県町村議会議長会

職員からの助言を得ることといたしました。今後さらに、より効果的かつ民主的な議会運営を図

ることとしております。以上でございます。

視察は、江府町のブルーベリー園とサントリーの水の工場を見学いたしました。かなり大規模

な両方とも内容でございました。

続きまして、鳥取県西部広域行政管理組合臨時議会でございます。７月の３０日、淀江庁舎で、

市の分庁舎で行われました。内容は、財産の取得について、２５年度鳥取県西部広域行政管理組

合一般会計補正予算、議会の委任による専決処分について、教育委員会委員の任命についてでご

ざいます。また、議会の委任による専決処分については、消防車による接触事故等の専決でござ

いました。詳細につきましては事務局の方に閲覧に供しておりますので、よろしくお願いをした

いというふうに思います。

続いて、西部町村議会議長会行政調査でございます。福岡県の大木町、以前西伯町時代に行っ

たと思いますが、大木町のくるるんという施設でございましたが、くるるん自体は変わっており

ませんが、そのすぐ近くに大きな農産物の販売からレストランからできておりまして、非常にマ

ッチングのいい情景になっておりました。今でもごみゼロ宣言をしておりまして、完全分別とい

うことで、焼却炉の延命を図っておられます。完全分別ですので、かなり厳しく仕分けがしてご

ざいます。したがいまして、私たちが行ったときよりもごみの完全分別が進んでいるのではない

かというふうに感じられましたし、年間の、以前の焼却から比べると、大体経費も３，０００万

ぐらいのごみ収集等々の金額が減額になっているということでございました。

もう１カ所は、熊本県の小国町、杉で有名ですが、小国杉といって非常に木質で体育館等が振

り放しでつくってありました。内容を聞きましたら、あまりよくないということでございました。

非常に経費がかかるということで、かなり（サイレン吹鳴）杉材をそういうふうに、芯を使った

状態で、はりの状態で使いますけども、トーラス状態にして、非常にお金がかかるということで、

なかなか普及もしないし、その工法自体が、強度自体がなかなか保つのに、法律的に通すのに非

常に難しいというようなお話でございました。したがって、杉自体はもう町と県の補助で伐採し

ても利益が出ないということで、なかなか林業の方がうまくいかないと、うまくいってるつもり

で私たちは行ったわけですが、どうもうまくいってないというお話がございました。詳細につき

ましては議会事務局に閲覧に供しておりますので、よろしくお願いします。

西部町村議会議長会自治功労者表彰式議員研修会でございます。９月３日、南部町まんてんホ

ールにおきまして、鳥取県西部町村議会議員研修会が開催されました。議員研修といたしまして、
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株式会社フレール代表取締役、松本えり氏から、「リフォーム事業 思い出の建物に新しい生命

を」の演題で講演をいただきました。氏は、現在使用されている古い建物を買い取って改修し、

さまざまな困難を乗り越えて結婚式場、レストラン、宿泊施設を開業して地元の活性化に尽力さ

れております。使用されなくなった建物をそのまま放置しておけば、ただ荒廃してしまうだけで

すが、これを改修して新しい命を与えることにより地元も活性化してきます。また、その改修も

限られた予算の中、さまざまな工夫をし、知恵を絞ることにより目的を達成されております。こ

の研修から、時代時代に柔軟に対応し粘り強く努力することにより、限られた予算の中、さまざ

まな工夫をし、知恵を絞って目的を達成し、結果的に地域の活性化に結びつけることの大切さを

改めて認識したところであります。

以上、議長からの報告を終わります。

次に、議員からの報告を受けます。

南部町⋞伯耆町清掃施設管理組合臨時会及び南部町⋞伯耆町清掃施設管理組合定例議会につい

て。

井田章雄君。

○南部町⋞伯耆町清掃施設管理組合議会議員（井田 章雄君） １０番、井田でございます。報告

いたします。去る７月２日、南部町⋞伯耆町清掃施設管理組合臨時会、８月２１日、定例会が開

催されました。

臨時会では、伯耆町議会議員選挙により議員の交代がありましたので、副議長、監査委員の選

出を行い、その結果、副議長に伯耆町議会、長谷川盟議員、監査委員に伯耆町議会、渡部勇議員

を選出しております。

定例会に提出された議案は２議案で、平成２４年度決算認定と平成２５年度補正予算でありま

す。平成２４年度決算認定については賛成多数、平成２５年度補正予算については全員一致で可

決されたところでございます。

平成２４年度決算認定については、歳入総額１億４，８０４万２，５１７円、歳出総額１億３，

８８１万１，４０６円で、差し引き９２３万１，１１１円、実質収支額も同額の９２３万１，１

１１円であります。

歳入における南部町⋞伯耆町の分担金の総計は１億７４６万１，０００円で、うち南部町６，

７２３万１，９００円、伯耆町４，０２２万９，１００円であります。昨年度と比較しますと、

総額６８２万２，０００円の増で、これは主に経年による施設の老朽化による修理費が増加した

ものであります。また、ごみの減量化により、ごみ処理量も減少しており、３，７５３．４トン
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と、前年比マイナス９３．６トン、率にしてマイナス２．４％と、昨年に引き続き減少となって

います。今後ともごみの減量化に取り組んでいくとともに、計画的な修繕を行い、施設の延命化

に努めていくことが求められているところでございます。

平成２５年度補正予算については、歳入で前年度繰越金の減額を行い、歳出では総務費におい

て、共済組合負担金の率の変更による減額、人事給与システムの保守契約による予算計上、また、

衛生費においては、給与カットによるもの、電気代の増額、委託料などの減額などにより予備費

の減額をされ、補正額は歳入歳出それぞれ７６万９，０００円を減額し、歳入歳出の予算の総額

を１億４，０３７万２，０００円とするものでありました。

議案書は事務局に供しておりますので、閲覧のほどよろしくお願いいたします。

以上、南部町⋞伯耆町清掃施設管理組合議会報告といたします。よろしくお願いいたします。

○議長（青砥日出夫君） 次に、南部箕蚊屋広域連合定例議会。

８番、細田元教君。

○南部箕蚊屋広域連合議会議員（細田 元教君） 南部箕蚊屋広域連合議会８月定例議会の報告を

いたします。去る８月２３日に平成２５年第４回南部箕蚊屋広域連合議会が開催されました。介

護保険条例の一部改正、平成２４年度一般会計決算、平成２４年度特別会計決算、平成２５年度

一般会計補正予算（第１号）及び平成２５年度特別会計補正予算（第１号）が上程され、いずれ

も可決または承認されました。

介護保険条例の一部改正につきましては、延滞金の率の変更であり、平成２６年１月１日から

延滞金の割合が変更になることに伴うものであります。

平成２４年度一般会計決算につきましては、歳入総額４億７，５８４万円、歳出総額４億７，

３２８万３，０００円、差引繰り越し２５５万７，０００円となっております。歳入は、国庫支

出金が繰り越し事業であるシステム改修分でふえた分、繰越金が減なのは、平成２３年度精算に

よる返還金が少なかったためであります。歳出は、民生費、介護給付費の増、総務費は町村負担

金返還分の減が主な理由であります。

平成２４年度特別会計決算につきましては、歳入総額２６億６，３６２万４，０００円、歳出

総額２６億６，２６１万７，０００円、繰越額１００万７，０００円であります。歳入は保険料

は１号保険者の増加及び保険料改定により１２．８％の増、現年度分徴収率は９９．１％、０．

１％の減であります。財政安定化基金交付金は基金に積み立てて行い、極力基金の取り崩しを行

わず、年度繰越額７００万を取り崩したものです。歳出は給付費が主なものであります。

平成２５年度一般会計補正予算（第１号）につきましては、補正額８３９万円、総額４億９，
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２６３万４，０００円であります。決算に伴う繰入金、繰越金を歳入計上し、返還金及び延滞金

の割合変更のためのシステム改修２５万８，０００円、自動車損害保険料不足分９，０００円を

補正し、不足分は予備費で対応するものであります。

平成２５年度特別会計補正予算（第１号）につきましては、補正額１，５６６万８，０００円、

総額２７億１，４６６万８，０００円、歳出では、精算に基づく返還金、平成２３年度算定誤り

による調整交付金返還金３４１万４，０００円を計上し、歳入では国庫追加交付金、繰越金、予

算不足分を基金取り崩しで対応するものであります。

以上、南部箕蚊屋広域連合８月定例議会の報告を終わります。

○議長（青砥日出夫君） 次に、南部町議会住民説明会について。

６番、景山浩君。

○議会改革調査特別委員長（景山 浩君） 景山でございます。議会改革特別委員長より、南部町

議会住民説明会実施報告を行います。

去る９月１日、午後７時より、法勝寺のプラザ西伯において、２０名余の町民の皆様の出席を

いただき、２回目となる議会住民説明会を開催いたしました。

前半は議会サイドから主に平成２５年度当初予算並びに条例陳情の審査結果の内容、各委員会

の活動内容等の説明を行い、後半は質疑応答を行いました。

質疑応答では、伯耆の国へのゆうらくの施設譲渡、土地売却関連に質問が集中しました。本会

議場並びに委員会室での質疑⋞意見⋞採決結果等の内容を南部町議会として説明するための会と

いう議会側の住民説明会の位置づけと、当日御参加いただいた皆様の多くが望まれていたように

感じられた、個別議員も含めた討論会的な会の持ち方とがかみ合わず、相互理解を深めるという

までには至らなかったということは、少々残念なことではありました。今後もさらに委員会での

検討を重ねて、より効果的な説明会となるよう努めていきたいと考えております。

○議長（青砥日出夫君） 次に、市町村議会議員研修について。

１番、白川立真君。

○議員（１番 白川 立真君） １番、白川です。去る８月、議員研修に参加し、研修させていた

だいたことを報告いたします。

８月１９日から２３日までの５日間、板井議員とともに滋賀県大津市にあります国際文化アカ

デミーにて市町村議会議員研修に参加いたしました。研修のテーマは、社会保障、社会福祉の基

本を習得する、というものでした。研修内容で軸になったものは、社会保障とは憲法で生存権が

規定されたことにより、母、お母さんの胎内で生を受けてからお墓に入るまでのその生涯を支え

－１６－



る仕組みであるということ、憲法第２５条の、すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を

営む権利を有する、とあることで、年金⋞医療⋞介護⋞各種保険の各制度の理念や現状を学びま

した。そして、少子高齢化を背景にした近い将来像と現状とを重ね合わせたときに見えてくる諸

課題は非常に大きなものであることを学び、早期に手を打たなければ社会保障制度そのものの根

幹を揺るがしかねない状態にあると認識したところです。

この研修で得たものを一人でも多くの町民の方にお知らせし、町政の持つ課題に役立てなけれ

ばならないと考えております。以上、報告を終わります。

○議長（青砥日出夫君） 以上で諸般の報告を終わります。

ここで休憩いたします。再開は午後１時。

午前１１時４６分休憩

午後 １時００分再開

○議長（青砥日出夫君） 再開いたします。

⋞ ⋞

日程第６ 報告第３号 及び 日程第７ 報告第４号

○議長（青砥日出夫君） お諮りいたします。この際、日程第６、報告第３号、平成２４年度健全

化判断比率について及び日程第７、報告第４号、平成２４年度資金不足比率についてを一括して

報告を受けたいと思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（青砥日出夫君） 町長より報告を受けます。

総務課長、加藤晃君。

○総務課長（加藤 晃君） 総務課長です。報告第３号、平成２４年度健全化判断比率について。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、平成２４年度決算に基づ

く健全化判断比率を次のとおり報告いたします。

１枚おはぐりください。平成２４年度健全化判断比率報告書の表でございます。これにより、

各指標数値の御説明をいたします。平成２４年度決算について計算したところ、いずれの指標に

ついても早期健全化基準を下回りました。実質赤字比率、連結実質赤字比率、これについては南

部町に赤字がある場合の割合を示す指標でございますが、赤字はございませんので両指標につい

てもございません。次に、実質公債費比率、将来負担比率でございますが、これは南部町の借金

の現在状況や今後どのようになるかをあらわす指標でございます。平成２４年度は実質公債費比
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率１３．８％、将来負担比率４１．７％と、いずれも早期健全化基準指数の２５％、３５０％を

下回っておりまして、問題ございませんでした。

続きまして、平成２４年度の資金不足比率について説明いたします。報告第４号、平成２４年

度資金不足比率について。地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定によ

り、平成２４年度決算に基づく資金不足比率を次のとおり報告するものでございます。

おはぐりください。平成２４年度資金不足比率報告書でございます。決算に基づきまして資金

不足比率を算定しました結果、各特別会計とも資金不足はなく、したがって資金不足比率もござ

いません。経営健全化基準の２０％を下回っていることになりますので、問題はございませんで

した。以上で報告を終わります。

○議長（青砥日出夫君） 報告について、特に質疑がありましたら許可をいたしたいと思います。

質疑ありませんか。

〔質疑なし〕

○議長（青砥日出夫君） ないようですので、これで質疑は終結します。

これで、報告第３号、平成２４年度健全化判断比率について、及び報告第４号、平成２４年度

資金不足比率についてを終わります。

⋞ ⋞

日程第８ 報告第５号

○議長（青砥日出夫君） 次に、日程第８、報告第５号、法人の経営状況についての報告を受けた

いと思います。

総務課長、加藤晃君。

○総務課長（加藤 晃君） 総務課長でございます。報告第５号、法人の経営状況について。地

方自治法第２４３条の３第２項の規定により、次の法人の経営状況を説明する資料を別添のとお

り議会に提出いたします。

内容につきましては各課長より説明をいたします。

○議長（青砥日出夫君） 企画政策課長、矢吹隆君。

○企画政策課長（矢吹 隆君） 企画政策課長でございます。まず、平成２４年度の南部町土地

開発公社の経営状況を御報告いたします。これは５月の１７日の理事会で御承認をいただいてご

ざいます。

主な事業といたしましては、概況が資料の１ページのところに書いてございますが、継続事業

といたしましては平成１９年度から開設いたしましたミトロキリサイクルセンターで引き続き建
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設残土の受け入れを行っております。２４年度の実績といたしましては、９万３，６２７．５立

米、累積といたしましては計画では４９万立米に対しまして、累計３９万４，１０８立米の土地

を受け入れを行っております。

また、アクロ用地の取得の償還を行いまして、アクロ用地は償還期間９年でございまして、平

成２４年度は２回の返済をいたしました。アクロ用地については２４年度で償還が終了いたして

おります。また、用地の保有状況でございますが、ミトロキリサイクルセンターの搬入路がござ

いまして、５，６７５平方メートルとなってございます。

それから、資料７ページの方をごらんいただきますと、収支の決算報告書がございまして、３

８期における決算状況は、損益の部で総収入１億３，４４６万３，９８８円に対しまして、総支

出が８，７２２万６５７円でございますので、差し引き４，７２４万３，３３１円の純利益とな

ってございます。今後につきましても公有地の拡大の推進に関する法律、これを遵守いたしまし

て、引き続き経費節減に努め、健全な財務運営に心がけて事業を円滑に進めてまいりたいと思い

ます。以上でございます。

○議長（青砥日出夫君） 産業課長、仲田憲史君。

○産業課長（仲田 憲史君） 産業課長でございます。法人の経営状況について御報告申し上げま

す。財団法人南部町地域振興会の経営状況について報告をいたします。

南さいはく自然休養村管理センター緑水園ほか、周辺施設の管理⋞運営が主な事業でございま

す。

２ページをごらんください。収支総括でございます。平成２４年度は、全国的にも地域的にも

経済が低迷し、これに加え、燃料費や食糧の高騰など、飲食業にとって経営が厳しい環境になり、

売り上げの減少という結果になりました。

売り上げ減少の最大の要因は、商圏内人口の減少、少子⋞高齢化による宿泊需要の減少である

と思われます。従来の緑水園の強みでありました価格の安さや無料送迎バスのアドバンテージが

なくなってきたこと、大きな収入の柱でありました法事の利用の減少が原因であります。

２ページ後段、３ページにつきましては、各施設ごとの状況を記載しておりますのでごらんく

ださい。

４ページをおはぐりください。貸借対照表であります。資産の部。流動資産が２，０４７万９，

８２３円でございます。資産の部の合計が２，３４６万３７５円でございます。

負債の部。負債の部の合計が１，３６０万６，７０３円でございます。

純資産の部。純資産の部、合計が９８５万３，６７２円です。
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負債及び純資産の部の合計でございます。２，３４６万３７５円でございます。

５ページの損益計算書でございます。純売上高から売上原価を減じた真ん中どころ、売上総利

益でございます。９，７３３万４，７５７円でございます。

販売費及び一般管理費は１億３４２万３，９６１円。

営業損失が６０８万９，２０４円でございます。経常損失が４３７万３，９８４円でございま

す。当期の損失といたしまして４４４万４，９８４円でございました。

以上で財団法人南部町地域振興会の経営状況の報告を終わります。

続きまして、株式会社緑水園の経営状況を報告させていただきます。

２ページの貸借対照表をごらんください。資産の部でございます。資産の部の合計が１，０６

８万８，０５０円でございます。

負債の部。負債の部の合計が５０万２，６６８円。

純資産の部。純資産の部の合計が１，０１８万５，３８２円であります。

負債及び純資産の部の合計が１，０６８万８，０５０円でございます。

損益計算書であります。売上原価はゼロ円です。販売費及び一般管理費は６万８，１５５円。

営業損失が６万８，１５５円でございます。

経常利益は２５万８，３８２円です。当期の利益といたしまして１８万５，３８２円を計上い

たしております。

以上が株式会社緑水園の経営状況の報告でございます。

続きまして、財団法人南部町農村振興公社の経営の状況を報告をさせていただきます。

主な事業といたしまして、農作業の受託及び委託に関する事業、それから特産品開発事業と、

食材供給事業でございます。

農作業の受託及び委託に関する事業は、水稲作業、大豆作業及びソバ作業の受託及び必要に応

じて担い手への再委託を行っております。作業量は記載のとおりでございます。

食糧供給事業は町内の公共施設、給食センター、ゆうらく、祥福園、西伯病院、保育園に地元

の食材を供給するに当たり、食材の受注、発注及び食材代金の請求、支払いを行っております。

３ページをごらんください。貸借対照表であります。資産の部。資産の部の合計が３，４６４

万６，９０９円であります。

負債の部。負債合計が２３５万７，４６６円。

正味財産の部であります。正味財産合計が３，２２８万９，４４３円。負債及び正味財産合計

は３，４６４万６，９０９円でございます。

－２０－



続いて、４ページの正味財産増減計算書をごらんください。経常収益であります。基本財産運

用益が２，４００円。農作業の受託収入が１，５０５万５，０３９円です。経常収益計が１，８

３８万９９３円。

それから、経常費用でございます。事業費が１，３５５万６，８４９円。それから、管理費と

いたしまして４６８万１７２円であります。５ページの真ん中どころでございます、特産品の開

発費といたしまして、１３万６０２円でございます。経常費用の計が１，８３６万７，６２３円

でございます。

当期の一般正味財産の増減額が１０７万１，５５０円を計上いたしております。正味財産期末

残高が３，２２８万９，４４３円となっております。

以上が財団法人南部町農村振興公社の報告でございます。

続きまして、一般財団法人南部町農村振興公社の経営状況を御報告をいたします。

３ページの貸借対照表をごらんください。資産の部。流動資産合計が２２０万２，３９７円で

す。

固定資産。資産合計が１，８８１万３，２８６円でございます。

負債の部。負債合計が２０６万５，８００円。

正味財産の部。正味財産合計が１，６７４万７，４８６円でございます。負債及び正味財産合

計が１，８８１万３，２８６円でございます。

続いて４ページ、正味財産増減計算書をごらんください。経常増減の部でございます。経常収

益計でございます。５８万７，９９５円。それから、経常費用の計ですが、４５万１，３９８円。

当期の一般正味財産増減額が１３万６，５９７円でございます。正味財産期末残高は１，６７

４万７，４８６円を計上いたしております。

以上が一般財団法人南部町農村振興公社の報告でございます。

それから、南部⋞伯耆地域振興株式会社の経営状況を御報告をさせていただきます。特産セン

ター野の花の管理⋞運営が主な事業でございます。

とっとり花回廊の来園者数が開園以来、過去最低記録を更新するなど、一番集客に苦戦をした

１年でございました。

野の花におきましても苦戦を強いられましたが、人件費の削減とともに少ない人数でのファス

トフードコーナーや地元の農産物、市場仕入れ農産物の仕入れ販売などで売り上げを伸ばす努力

を行いました。

３ページの貸借対照表でございます。資産の部。資産の部の合計が、一番下でございますが２，
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０１９万５，０９２円です。

負債の部。負債の部の合計が８３８万４，８７４円でございます。

負債⋞純資産の部合計、２，０１９万５，０９２円でございます。

４ページの損益計算書でございます。売上総利益８４８万４，９０１円。

それから、販売費、一般管理費が１，４４７万８，５６６円。

営業損失でございますが、△の５９９万３，６６５円でございます。

営業外収益で６３１万１，０４０円。

営業外費用としまして７万６００円。

経常利益でございますが、２４万６，７７５円であります。当期の純利益といたしまして３，

８７５円を計上いたしております。

あとのページにつきましては、参考資料としてごらんいただきたいと思います。

以上で報告を終わらせていただきます。よろしくお願いをいたします。

○議長（青砥日出夫君） 以上、６点について報告を終わりますが、特に質疑がありましたら許可

したいと思います。

１３番、真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 法人の経営状況について地方自治法に伴って受けたのですが、西

伯郡南部町土地開発公社、私も理事の一人でそのときに反対しておりますので、ここでしか聞け

ないので町長に聞いておきたいと思いますが、この中でミトロキのカントリーパーク用地取得事

業の付帯事業として、残土処分場を土地開発公社が事業として行っている。これはいわゆる土地

開発公社の事業を定める公拡法のどの部署の仕事に当たるのかということをお聞きしておきます。

○議長（青砥日出夫君） 休憩します。

午後１時１８分休憩

午後１時２３分再開

○議長（青砥日出夫君） それでは再開いたします。

そういたしますと、後ほど回答するということですので。

これで報告第５号、法人の経営状況についてを終わります。

⋞ ⋞

日程第９ 報告第６号

○議長（青砥日出夫君） 日程第９、報告第６号、専決処分の報告についてを議題といたします。
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町長から報告を求めます。

総務課長、加藤晃君。

○総務課長（加藤 晃君） 総務課長です。報告第６号、専決処分の報告について。

地方自治法第１８０条第１項の規定により南部町長の専決事項として指定された事項について、

次のとおり専決処分をしたので、同条第２項の規定により、これを議会に報告するものでござい

ます。

専決処分書をつけております。地方自治法第１８０条第１項の規定により、南部町長の専決事

項として指定された事項のうち、和解及び損害賠償の額を確定することについて、次のとおり専

決処分をしております。

和解の相手方、南部町内在住の個人でございます。損害賠償額、２万５，７２５円。内容でご

ざいますが、平成２５年８月２１日、建設課職員が、町営住宅菅田団地地内におきまして、空き

家周辺の草刈り作業をしていたところ、刈り払い機ではねた石によりまして、現場付近の駐車場

に駐車してあった相手方所有の車のサイドウインドーガラスを破損させたものでございます。そ

のため、和解の相手方に修理に要した費用相当額２万５，７２５円を賠償金として支払い、和解

しようとするものでございます。ちなみに、けがとかそういうことはございませんでしたので、

御報告いたします。

○議長（青砥日出夫君） 報告について、特に質疑がありましたら許可いたします。質疑はありま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（青砥日出夫君） ないようですので、これで質疑を終結します。

これで報告第６号、専決処分の報告についてを終わります。

⋞ ⋞

日程第１０ 議案第５７号 から 日程第２５ 議案第７２号

○議長（青砥日出夫君） お諮りいたします。このたび、地方自治法第１１７条に規定される除斥

の必要がありますので、分割して提案説明を受けたいと思います。

まず、日程第１０、議案第５７号、平成２４年度南部町一般会計歳入歳出決算の認定について

から、日程第２５、議案第７２号、南部町国民健康保険税条例の一部改正についてまでを一括し

て説明を願い、続いて、日程第２６、議案第７３号、公の施設の指定管理者の指定についての説

明を受け、その後、日程第２７、議案第７４号、平成２５年度南部町一般会計補正予算（第３

号）から、日程第３０、議案第７７号、平成２５年度南部町病院事業会計補正予算（第１号）ま
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でを一括して議案の提案説明を受けたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（青砥日出夫君） 異議なしと認めます。よって、日程第１０、議案第５７号から日程第２

５、議案第７２号までの提案説明をお願いします。

町長から提案理由の説明を求めます。

総務課長、加藤晃君。

○総務課長（加藤 晃君） 総務課長でございます。それでは平成２４年度の一般会計歳入歳出

決算について御説明いたします。まずその前に、資料の確認をいたしたいと思います。議案書、

それから歳入歳出決算書、それからＡ３判の平成２４年度決算資料、この３点をもちまして説明

しますので、よろしくお願いいたします。

議案第５７号、平成２４年度南部町一般会計歳入歳出決算の認定について。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２４年度南部町一般会計歳入歳出決算を別紙

監査委員の意見を付して議会の認定にお願いするものでございます。

歳入歳出決算書の１０７ページをお開きください。実質収支に関する調書でございます。歳入

総額７１億３，２３８万５，６９１円、歳出総額６８億４，７４２万２，６２８円で、差し引き

額は２億８，４９１万３，０６３円でございます。翌年度に繰り越すべき財源９，８８０万５，

０６３円を差し引きました実質収支額は、１億８，６１０万８，０００円となりました。

決算資料の方をごらんください。Ａ３判でございます。１ページの説明文の中ほどでございま

すが、先ほど説明いたしました平成２４年度実質収支額から前年度の実質収支を差し引きました

単年度収支は、８，９３７万７，０２４円の赤字となりました。当該単年度収支に財政調整基金

への積立額を加算し、財政調整基金の取り崩し額を差し引きましたものに繰り上げ償還額を加算

して求めました実質単年度収支は、８，６６８万１，７６３円の赤字となったものでございます。

次に、歳入の状況について説明いたします。まず、決算書の方にお戻りいただきまして、２ペ

ージをお開きください。不納欠損額と収入未済について御説明いたします。不納欠損についてで

ございますが、町税が３２０万５，８２８円となっております。収入未済額につきましては、町

税が５，６２６万５，３２２円。分担金及び負担金が７２１万１，６９１円。４ページでござい

ますが、使用料及び手数料が５００万６，２６０円。諸収入が３万１，１９２円で、合計６，８

５１万４，４６５円となりました。

続いて、Ａ３判の決算資料、２ページの方をお開きください。歳入の状況について御説明いた

します。昨年度と比較いたしまして、増減の主なものを説明させていただきます。
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まず、自主財源についてでございます。町税が前年比１，１５２万２，０００円減少いたしま

して、９億３，５３９万１，０００円となりました。これは主に評価がえによります固定資産税

の減と、町民税の伸びによるものでございます。

財産収入が１億７，２９４万７，０００円の増で、２億１，３９４万７，０００円でございま

す。これは主に伯耆の国へ土地を売却したものでございます。

寄附金が１億７，４６６万９，０００円の減で、１，１３８万３，０００円でございます。こ

れは２３年度に伯耆の国から寄附金があったものがなくなったためでございます。

繰入金１，６８８万５，０００円の増で、１，７０４万６，０００円でございますが、これは

各種基金から目的使用のために基金を繰り入れたものでございます。自主財源の構成比率は２５．

５％と、前年比２．３％高くなっているものでございます。

次に、依存財源でございます。下段にございますが、地方交付税が７，０３９万７，０００円

の減で、３５億７，９３３万３，０００円となりまして、全体の５０．２％を占めております。

減少理由の主なものといたしまして、普通交付税の減少によるものでございます。

国庫支出金につきましては１億１，３９１万２，０００円の減で、５億３８２万３，０００円

となりました。増減の主なものといたしまして、地域活性化⋞きめ細かな臨時交付金、公立学校

整備負担金、地域活性化⋞住民生活に光をそそぐ交付金等の減少によるものでございます。

次、３ページに移りまして、県支出金につきましては、２１７万５，０００円の減でございま

して、小規模な減少となりました。減少した主なものといたしまして、緊急雇用創出事業補助金、

ふるさと雇用再生特別交付金、緑の産業再生プロジェクト事業補助金等がございまして、増加し

たものといたしましては、介護基盤緊急整備事業補助金、森林環境保全整備事業補助金、農業用

施設災害復旧事業補助金等がございます。

町債につきましては、７，９３０万円の減で、主にこれは辺地対策事業債の減少でございます。

依存財源の総額は、２億８，９０１万６，０００円の減で、５３億１，５６２万８，０００円

でございました。構成比は７４．５％となりました。

歳入総額は、１億６，６７４万３，０００円の減の７１億３，２３８万６，０００円となって

おります。

下段にそれぞれの財源に占めます構成割合をグラフにしておりますが、これを見ていただきま

すと、地方交付税に大きく頼っている財政構造が見てとれると思っております。これからの合併

算定時の特例廃止がございますので、それに向けて厳しい財政状況が始まってくるということが

わかるものでございます。
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４ページの方をお開きください。歳出の状況について御説明をいたします。まず、目的別の歳

出の状況でございます。代表的なものを款項で表した費目ごとに説明いたします。

総務費、１億９，１８１万５，０００円の減少で、１５億９３５万７，０００円でございます。

ここでは主に人件費が占めていますが、増減につきましては、減債基金の積立額の減少、法勝寺

庁舎エレベーター設置事業の完了等がございます。また、増加分といたしましては、退職手当組

合の負担金の増加がございます。

民生費につきましては、２億２，２００万６，０００円の増で、２０億４９７万３，０００円

でございます。減少の主なものといたしましては、保育園の関係で、これは減少と増加がかかっ

ておるわけでございますが、公設民営保育園の運営事業が増加いたしておりますが、これは指定

管理の関係で動いたものでございますので、保育園運営費、保育園の職員人件費、あるいは児童

措置事務費の方と相殺されるようなものでございます。増加の方といたしましては、介護サービ

ス事業特別会計の繰出金、それから自立支援介護給付事業等のものがございます。

衛生費でございますが、７，７６５万６，０００円ふえまして、７億３，４４０万８，０００

円でございます。増加の主なものといたしまして、水道統合事業への出資金等がございます。

農林水産業費でございますが、３，１９２万６，０００円の増で、４億９，９９４万９，００

０円でございます。増加の主なものといたしまして、公益法人組織変更事業、それから地籍調査

事業等がございます。反対に減少といたしましたものでは、緑の産業再生プロジェクト事業、解

体処理施設の新設事業等がございます。

商工費でございますが、１，６９８万４，０００円がふえまして、３，７９７万８，０００円

でございます。増加の主なものといたしまして、古事記編纂１３００年再活の町南部町というこ

とで、特に事業を行ったものでございまして、この増加が大きいものでございます。

土木費でございますが、５，２８０万４，０００円の増で、３億５，６８９万７，０００円で

ございます。増加いたしましたものといたしましては、道路維持事業、それから橋梁長寿命化改

修事業等がございまして、反対に減少いたしたものといたしましては、町営住宅建設改良事業が

ございます。

次、５ページでございますが、消防費でございます。１，５３４万４，０００円がふえまして、

５，８９５万６，０００円でございます。増加の主なものといたしましては、防火水槽の新設事

業、それから減額の主なものといたしまして災害対策事業ということで、これは前年度に台風被

害等ございましたので、この関係の減が大きかったものでございます。

教育費ですが、１億１，２１２万８，０００円減少いたしまして、４億９，８２９万２，００
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０円でございます。減少の主なものといたしまして、会見第二小学校体育館増改築事業、それか

ら図書館の図書等整備事業でございますが、これが減少をいたしております。

それから、公債費でございますが、２億３，７２４万８，０００円減少いたしまして、９億４，

４８２万３，０００円でございます。減少の主なものといたしまして、合併特例債、それから教

育⋞福祉施設等整備事業債、地域総合整備事業債、災害復旧事業債等がございます。

下段の方にグラフをつけております。構成比を見ますと、総務費、公債費等が減少いたしまし

て、民生費、衛生費等の割合がふえているということでございます。これは先ほど説明いたしま

したが、主に庁舎関連事業の整備事業の終了や減債基金や積立額、起債償還額の減少、介護サー

ビス特別会計への繰出金の増加等があるものでございます。

６ページをお開きください。次に、性質別の状況について御説明いたします。

まず、義務的経費でございますが、人件費は、前年比２１４万１，０００円減の１０億９，０

９５万４，０００円になりました。前年度に引き続き減少しております。合併当初、これは平成

１６年でございますが、比較いたしますと３億４，０５５万９，０００円、２３．８％の大幅な

減少となっております。

扶助費につきましては、３，８１３万１，０００円の増。

公債費は、２億３，７５７万１，０００円の減で、９億４，４８０万７，０００円となってお

りまして、結果といたしまして、義務的経費は２８億９，２８６万９，０００円で、歳出に占め

ます構成比は４２．２％となっております。

次に、投資的経費です。普通建設事業費８，８００万８，０００円の減で、５億８，０２３万

６，０００円となっております。法勝寺庁舎エレベーター設置工事、保育施設の整備事業、会見

第二小学校の体育館の増改築事業等などの大型事業の完了によりまして減ったものでございます。

災害復旧事業は、３，１６６万９，０００円増の１億１，６７８万７，０００円となりました。

これは台風１２号災害の繰り越し分が主なものでございます。

投資的経費といたしましては、５，６３３万９，０００円減の６億９，７０２万３，０００円

となりまして、歳出に占める割合は１０．２％となっております。

次に、７ページ、その他経費について御説明いたします。物件費３，００５万円の減で、８億

８，５１８万４，０００円でございます。図書館図書整備事業、緊急雇用事業、ふるさと雇用事

業の終了等が主な減の原因でございます。

補助費につきましては、４，１７６万６，０００円の増で、地域振興交付金事業の増加が主な

ものでございます。
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積立金は、９，５６２万５，０００円の減でございまして、これは減債基金への積立額が減少

したことによるものが主なものでございます。

投資及び出資金は、６，２７２万９，０００円の大幅な増となりましたが、これは水道統合事

業に対する出資金と、公益法人組織変更事業に伴う出資金の増加によるものでございます。

繰出金につきましては、１億８，１３９万円の増となりました。他会計への繰出金で、特に介

護サービス事業特別会計への繰出金が主なものでございます。

結果といたしまして、その他経費につきましては１億５，７７４万６，０００円の増で、３２

億５，７５８万１，０００円となりまして、歳出に占める割合は４７．６％となっております。

これも下段の方にグラフをつけておりますので、御確認をいただきたいと思います。大型建設事

業の完了によります普通建設事業費の減、それから公債費の減、繰出金等の増加がおわかりいた

だけるものと思います。

８ページをごらんください。基金の状況でございます。財政調整基金は、１０９万５，２６１

円を積み立てまして、５億９，０１９万７，０１９円。

減債基金は、２億１３０万９，９８６円を積み立てまして、１４億５４４万３，６９８円。

その他特定目的基金は、１，８５１万２，７１７円を積み立てまして、１，９５３万７，７５

０円を取り崩しました結果、１３億８，８２８万４，６６６円となりまして、合計では３３億８，

３９２万５，３８３円となりました。

このほか定額運用、特別会計を加えました総額は、昨年度より１億４，８５７万４，９１０円

積み増しいたしまして、３４億４，６２７万６，３３３円となりました。

続いて、地方債の状況でございます。平成２４年度におきましては、４億１，４７０万円を発

行いたしました。主なものは、臨時財政対策債、南部中学校のバリアフリー化事業、水道統合事

業に充てたものでございます。発行額におきましては、昨年度に比べまして７，９３０万円減少

いたしております。償還額は、元利合計で９億４，４６４万６，６２３円で、２４年度末起債残

高は、７４億１，４６０万９，６６１円と、昨年度と比較いたしまして４億３，１６７万８，２

８４円減少いたしたところでございます。

この結果、平成２３年度に引き続きまして、基金残高と起債償還に係る交付税措置を加えた額

が起債残高を上回ることとなりました。言いかえますと、現時点で町として精算しても貯金が残

る健全な状態になっているということとなります。引き続き行革の推進や事業の見直し、財源確

保の取り組みを続けてまいります。

続いて、９ページの財政指標の推移についてでございます。
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まず、標準財政規模でございます。４４億２，３６８万３，０００円となりました。昨年度に

比べまして約１億４，０００万円ほど減少しておりますが、これは主に普通交付税の減少による

ものでございます。標準財政規模は、自治体が標準的な行政活動を行う上で必要となる一般財源

の額でございまして、その自治体の標準的な税収入額に普通交付税、臨時財政対策債発行可能額

を加えた額で出ているものでございます。一般的には大きい方がいい指標ではございますが、過

去の建設事業等による起債額が大きい場合などにも膨らむことがございますので、この場合には

償還の方が多くなったりしますから注意が必要であるということでございます。

続きまして、中ほど、財政力指数でございます。これは自治体の財政上の能力を示す指数でご

ざいまして、基準財政収入額を基準財政需要額で割ったもので算出されるものでございます。こ

の指数が１に近いほど財政的に自主財源に富んでいると言えます。表をごらんいただきますと、

平成１９年度の０．２９２をピークに減少傾向となっておりまして、平成２４年度につきまして

は昨年度と同率の０．２６０となりました。財政的には依存財源に頼っているというところでご

ざいまして、財政運営的には安定しているとは言えないところでございます。

次ページをお開きください。地方交付税でございます。地方交付税は自治体間の財源の不均衡

を是正いたしまして、標準的な水準の業務を行うために必要な一般財源を保障するために国から

交付されているものでございます。普通交付税と特別交付税の２種類がございます。

まず、普通交付税でございますが、表の３段目の南部町のところをごらんください。平成２４

年度、一番右の方になりますが、３０億３，０８４万９，０００円となりました。現在は合併か

ら１０年間受けられます合併算定がえへの特例措置の期間中でございますので、有利な金額をい

ただいているものでございますが、４段目を見ていただきますと、一本算定時、これが本来の算

定額でございますけども、その金額との差には約５億円もの開きがございます。特例期間も平成

２６年度で終了ということでございますので、歳出の削減に今以上に努力の必要があると言えま

す。その次に、特別交付税の方を記載しております。昨年とほぼ同額の５億４，８４８万４，０

００円となりまして、臨時財政対策債を入れますと合計で３８億４，２１６万円となりました。

以下をグラフ化しておりますので、見ていただきますと今のところは平均動きが余りないような、

総額で動きのないようなところでございます。

続いて、次のページになりますが、経常収支比率でございます。これは地方税とか地方交付税

のように毎年経常的に収入される財源でございますが、これと、人件費や扶助費、公債費など、

経常的に支出される経費に、これがどれだけ充てられているかを示す指標でございます。この値

が高いほど財政運営は硬直化していると言えるものでございます。平成２４年度におきましては、
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０．３％減の８４．３となりましたが、これにつきましては８０％以下が望ましいとされており

ますので、引き続き減少に向けて取り組みたいと思っております。

続いて、その次ですが、公債費負担比率でございます。公債費負担比率は、公債費充当一般財

源が一般財源総額に対しましてどの程度の割合になっているかというものでございます。公債費

がどの程度一般財源の使途の自由度を制約しているかを見ることによりまして、財政構造の弾力

性を判断するものでございます。これについては、近年減少傾向にございまして、平成２４年度

も１７．４と、昨年比２．９ポイント改善しているところでございます。

次に、実質公債費比率でございます。標準財政規模に占めます公債費の財政負担の程度を示す

ものでございまして、公営企業会計の公債費への一般会計繰出金、それからＰＦＩや一部事務組

合の公債費への負担金、債務負担行為等に基づきます支出のうち公債費に準ずるものを算入して

おります。過去３年間の平均が１８％を超えますと地方債の発行には許可が必要となりまして、

２５％を超えると一定の種類の地方債の発行が認められなくなる指標でございます。平成２４年

度は、３年分の平均は１３．８でありまして、これも昨年度に比べまして１．４ポイントの改善

となりました。

１２ページをお開きください。普通会計の地方債現在高の推移でございます。表をごらんいた

だきますと、平成１８年度をピークに年々減少してきておりまして、平成２４年度末には７４億

２，６７９万９，０００円となりました。

その次でございますが、地方債現在高に対します基金残高と算入交付税の推移でございます。

下のグラフを見てもらうとわかりやすいですが、グラフの濃い棒が左側にございますが、これが

起債残高でございます。それから、右の棒が基金残高と算入交付税を加えたものでございます。

年度ごと見てもらいますと、平成２３年度より基金残高と算入交付税を加えたものが起債残高を

上回るようになりました。これは先ほど申し上げましたが、例えて言いますと現時点で町として

精算しても貯金が残るという、健全な状態になっていることをあらわすものでございます。

続いて、１３ページをお開きください。公的資金の繰り上げ償還及び借りかえに関する効果額

でございます。平成２４年度におきましては、一般会計におきましては繰り上げ償還及び借りか

えはしておりません。下段の方の表でございますが、会計別の削減効果一覧表を見ていただきま

すと、一般会計におきましては平成１９年度から平成２３年において行った繰り上げ償還により

ます利息の削減効果は、１，９３１万８，２１４円となっているところでございます。この制度

につきましては、２４年度をもって終了しております。

以上で説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
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○議長（青砥日出夫君） 町民生活課長、仲田磨理子君。

○町民生活課長（仲田磨理子君） 町民生活課長でございます。平成２４年度南部町国民健康保険

事業特別会計歳入歳出決算の認定について御説明申し上げます。

議案第５８号、平成２４年度南部町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２４年度南部町国民健康保険事業特別会計歳入

歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。

決算書の１３５ページをお開きください。実質収支に関する調書でございます。この会計の平

成２４年度歳入総額１３億９，４８５万２，４３３円、歳出総額１３億９，１３０万９，１３２

円となり、歳入歳出差し引き額３５４万３，３０１円、実質収支額も同額の３５４万３，３０１

円でございます。

歳出から御説明いたします。１１０ページをお開きください。１款総務費でございます。支出

済み額７８３万６，８５３円でございます。主なものは、連合会に払います電算共同処理に係る

委託料でございます。

２款保険給付費、支出済み額９億７，６４２万５，８０７円です。この項目は主なものは、各

種医療費と、その審査支払い手数料、高額医療費などを支出しております。

３款後期高齢者支援金等、支出済み額１億４，４２８万２２６円。これは後期高齢者医療に対

する負担金でございます。

４款老人保健拠出金、支出済み額７，７２３円でございます。

５款介護納付金、支出済み額５，９５３万６，６７９円。これは介護保険給付に係る社会保険

支払い基金への負担金でございます。

６款共同事業拠出金、支出済み額１億３，８３７万７，３１８円。これは高額医療費共同事業、

保険財政安定化事業に係る負担金でございます。

７款保健事業費、支出済み額２，０２６万９，５９２円。これは健康診査とか人間ドックの委

託料が主なものでございます。

８款諸支出金、支出済み額４，４４２万５，３２２円。主なものは、西伯病院への繰出金でご

ざいます。

９款前期高齢者納付金等、支出済み額は、１４万９，６１２円でございます。

予備費の支出はございません。

続いて、歳入について御説明申し上げます。前のページ、１０８ページをお開きください。１

款国民健康保険税、収入済み額は、現年度分、滞納分、合わせまして２億３，９５４万９，８１
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３円。不納欠損額３４５万４，３４０円。収入未済額５，９７０万１，６５６円でございます。

現年度分の収納率は、一般分と退職分を合わせまして９３．３％となっております。

２款使用料及び手数料、収入済み額１１万４，７２０円。収入未済額は、マイナス８０円でご

ざいます。

３款国庫支出金、収入済み額２億８，５８８万８，２９７円。主なものは、療養給付費等の負

担金でございます。

４款療養給付費等交付金、収入済み額１億２，７４９万９，０００円でございます。

５款前期高齢者交付金、収入済み額４億９０３万７，９０７円でございます。

６款県支出金、収入済み額５，５２５万８，７０８円でございます。主なものは、県からの財

政調整交付金でございます。

７款共同事業交付金、収入済み額１億５，８００万９，９５６円。この主なものは、保険財政

基盤安定化事業交付金でございます。

８款財産収入、１９万４，６９６円。これは基金の積立金利子でございます。

９款寄附金の収入済み額はありません。

１０款繰入金、収入済み額１億１，５８４万３，７９８円。これは一般会計からの繰入金と基

金の繰入金でございます。

１１款繰越金、収入済み額２４９万２，２９５円。これは前年度からの繰越金でございます。

１２款諸収入、収入済み額９６万３，２４３円。収入未済額が△７，０００円でございます。

以上でございます。御審議よろしくお願いいたします。

続きまして、議案第５９号、平成２４年度南部町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定

についてを御説明いたします。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２４年度南部町後期高齢者医療特別会計歳入

歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。

決算書の１４８ページをお開きください。実質収支に関する調書でございます。歳入総額１億

２，３８５万８，１４４円、歳出総額１億２，３７７万７，１８４円、歳入歳出差し引き額８万

９６０円、実質収支額も８万９６０円でございます。

歳出から御説明申し上げます。１３８ページをお開きください。１款総務費、支出済み額１３

２万８，５５４円。これは保険料徴収などに係る事務費でございます。

２款分担金及び負担金、１億１，８１６万８，８２０円。これは広域連合に払います負担金で

ございます。
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３款諸支出金、１３万８，５００円。

４款保険事業費、４１４万１，３１０円。これは健康診査、人間ドックなどの委託料でござい

ます。

予備費の支出はございません。

続きまして、歳入を御説明いたします。前のページ、１３６ページをお開きください。１款後

期高齢者医療保険料、収入済み額７，８２０万１，１２０円。不納欠損額はございませんで、収

入未済額△１９万２，１２０円。

２款使用料及び手数料、１万８８０円。

３款繰入金、４，１３３万２４１円。これは事務費とか基盤安定に係る一般会計からの繰入金

でございます。

繰越金、１２万４，４４０円。２３年度からの繰越金です。

５款諸収入、４１９万１，４６３円。この主なものは、保険事業に係る委託金を歳入しており

ます。

以上でございます。御審議よろしくお願いいたします。

○議長（青砥日出夫君） 健康福祉課長、伊藤真君。

○健康福祉課長（伊藤 真君） 健康福祉課長です。では、南部町介護サービス事業特別会計決

算について御説明いたします。

議案第６０号、平成２４年度南部町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算の認定について。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２４年度南部町介護サービス事業特別会計歳入

歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。

では、決算書で御説明いたします。１５７ページをお開きください。実質収支に関する調書で

ございます。歳入総額は、１億７，１５５万６，７６８円、歳出総額は、３，１５１万７，３１

８円、歳入歳出差し引き額は、１億４，００３万９，４５０円となりました。翌年度へ繰り越す

べき財源はございませんでした。実質収支額は、１億４，００３万９，４５０円でございました。

次に、歳出から御説明いたします。１５１ページをごらんください。１款公債費でございます。

支出済み額は、３，１５１万７，３１８円でした。元金、利子の内訳は、１５５ページをごらん

ください。元金は、２，８３１万２，６３３円、利子は、３２０万４，６８５円でございました。

では次に、歳入でございます。１４９ページをごらんください。１款繰入金でございます。収

入済み額は、１億７，１５５万６，７６８円でございました。これは一般会計からの繰り入れで、

ゆうらくの土地代金の売上金を繰り入れたものでございます。
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以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○議長（青砥日出夫君） 教育次長、板持照明君。

○教育次長（板持 照明君） 教育次長でございます。それでは、平成２４年度の南部町住宅資金

貸付事業についての決算につきまして説明申し上げます。

議案第６１号、平成２４年度南部町住宅資金貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定について。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２４年度南部町住宅資金貸付事業特別会計歳入

歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。

そうしますと、決算書の方の１５８ページ以降になりますけども、まず最初に１６８ページを

お開きください。実質収支に関する調書について説明をさせていただきます。本会計の歳入総額

は、２４９万９，７５１円、歳出総額につきましては、同額の２４９万９，７５１円でございま

す。したがいまして、歳入歳出差し引き額につきましてはございません。以下、次年度に繰り越

すべき財源、実質収支額等、該当はございません。

次に、１６０ページに返っていただきたいと思います。まず、歳出から説明申し上げます。ま

ず、１款総務費でございます。支出済み額９万６，８１１円であります。

次に、２款公債費で、支出済み額２４０万２，９４０円でございます。これは住宅新築資金及

び宅地取得資金の償還金でありまして、いわゆる起債の償還額であります。

予備費につきましては支出はございません。

歳出合計は、２４９万９，７５１円でございます。

次に、１５８ページ、歳入の方でございます。まず、１款県支出金で、収入済み額７万２，０

００円でありまして、これは助成事業費の事務費の県補助金でございます。

次に、２款繰入金、収入済み額１３万２，３２９円でございます。これは一般会計からの繰入

金でございます。

繰越金はございません。

次に、４款諸収入でございます。これは貸付金の元利収入で、現年と滞納分、合わせまして収

入済み額２２９万５，４２２円で、収入未済額につきましては、８，５５３万７，４１３円でご

ざいます。詳細につきましては、１６２から１６４ページの方の事項別明細書の方に記載をして

おります。

歳入合計は、収入済み額２４９万９，７５１円、収入未済額８，５５３万７，４１３円でござ

います。

以上で説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

－３４－



○議長（青砥日出夫君） 建設課長、頼田泰史君。

○建設課長（頼田 泰史君） 建設課長でございます。議案第６２号について説明をさせていただ

きます。

議案第６２号、平成２４年度南部町建設残土処分事業特別会計歳入歳出決算の認定について。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２４年度南部町建設残土処分事業特別会計歳入

歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。

決算書の１７７ページをお開きください。実質収支に関する調書でございます。歳入総額２６

３万３，５２０円、歳出総額２６３万３，５２０円でございます。以下はございません。

次は、１７１ページに戻っていただきたいと思います。歳出でございます。１款総務費、支出

済み額２６３万３，５２０円でございます。主な内容は、鶴田の残土処分場の平面図を作成する

委託料でございます。

１ページ戻っていただきまして、１６９ページ、歳入でございます。２款繰入金でございます。

収入済み額が２４９万１，６５０円。

３款財産収入でございます。収入済み額が１４万１，８７０円。

歳入合計が２６３万３，５２０円でございます。

以上につきまして、御審議をよろしくお願いいたします。

○議長（青砥日出夫君） 町民生活課長、仲田磨理子君。

○町民生活課長（仲田磨理子君） 町民生活課長でございます。議案第６３号、平成２４年度南部

町墓苑事業特別会計歳入歳出決算の認定について御説明申し上げます。地方自治法第２３３条第

３項の規定により、平成２４年度南部町墓苑事業特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を

つけて議会の認定に付するものでございます。

決算書の１８６ページをお開きください。実質収支に関する調書でございます。歳入総額２４

０万８，２９２円、歳出総額２４０万８，２９２円、歳入歳出差し引き額、実質収支額ともあり

ません。同額で決算しております。

歳出について御説明申し上げます。１８０ページをお開きください。１款総務費、支出済み額

７２万４，３９２円。これは西伯墓苑の維持管理費に係る委託料が主なものでございます。

諸支出金１６８万３，９００円。これは西伯墓苑の未使用の価格を返還されたときにお返しす

る償還金でございます。

予備費の支出はございません。

続きまして、歳入について、前の１７８ページをお開きください。１款使用料及び手数料、収
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入済み額２１１万８，９４０円。これは使用料、手数料、合わせました収入でございます。

２款繰入金２８万９，３５２円。これは一般会計からの繰入金でございます。

以上でございます。御審議、よろしくお願いいたします。

○議長（青砥日出夫君） 上下水道課長、谷田英之君。

○上下水道課長（谷田 英之君） 上下水道課長でございます。議案第６４号、平成２４年度南部

町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について。地方自治法第２３３条第３項の規定

により、平成２４年度南部町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見をつ

けて議会の認定に付するものでございます。

決算書の１９９ページをお開きください。実質収支に関する調書でございます。１、歳入総額

２億３，４１５万４，１２９円。２、歳出総額２億３，３２８万６，３７９円。３、歳入歳出差

し引き額８６万７，７５０円。５、実質収支額８６万７，７５０円でございました。

１８９ページの歳出を説明いたします。１、総務費の支出済み額７，６０２万４，５０３円。

主に職員の給与費と施設の維持管理費でございます。

２、公債費の支出済み額１億５，７２６万１，８７６円。主に償還元金、利子でございます。

歳出合計２億３，３２８万６，３７９円となります。

次に、１８７ページ、歳入を説明いたします。１、分担金及び負担金の収入済み額２万５，０

００円、収入未済額３２７万６１５円。主に農業費の分担金でございます。

２、使用料及び手数料の収入済み額６，８７５万４，１７２円、収入未済額４３４万１，０１

６円。主に農業集落排水使用料でございます。

３、国庫支出金の収入済み額４７２万５，０００円、収入未済額はありませんでした。主に農

村⋞漁村地域整備交付金でございます。

４、繰入金の収入済み額１億１，１４６万３，３７１円、収入未済額はありません。

５、繰越金の収入済み額７０万６，５８６円。主に前年度繰越金でございます。

６、諸収入の収入済み額５８万。主に消費税の還付金でございます。

７、町債の収入済み額４，７９０万。主に資本費平準化債の借り入れでございます。

歳入合計２億３，４１５万４，１２９円、収入未済額７６１万１，６３１円となりました。

以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。

続きまして、議案第６５号、平成２４年度南部町浄化槽整備事業特別会計歳入歳出決算の認定

について。地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２４年度南部町浄化槽整備事業特別

会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。
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決算書の２１２ページをお開きください。実質収支に関する調書についてでございます。１、

歳入総額４，６５３万７，８９６円。２、歳出総額４，５９５万４，５４１円。３、歳入歳出差

し引き額５８万３，３５５円。５、実質収支額５８万３，３５５円でございます。

２０２ページ、歳出を説明いたします。１、総務費の支出済み額３，４３７万８，２２３円。

主に浄化槽の維持管理費、浄化槽の建設費でございます。

２、公債費の支出済み額１，１５７万６，３１８円。主に償還金元金、利子でございます。

歳出合計４，５９５万４，５４１円となります。

次に、２００ページ、歳入の説明いたします。１、分担金及び負担金の収入済み額２３７万、

収入未済額５４万５，０００円。主に浄化槽の分担金でございます。

２、使用料及び手数料の収入済み額１，８３９万５，０２２円、収入未済額１２８万６，５１

７円。主に浄化槽の使用料でございます。

３、国庫支出金の収入済み額１７６万６，０００円、未済額はありません。主に浄化槽整備事

業補助金でございます。

４、繰入金の収入済み額２，１４５万１，９７２円、未済額はございません。

５、繰越金の収入済み額５５万４，９０２円。主に前年度繰越金でございます。

６、諸収入はございません。

７、町債の収入済み額２００万円。主に主に浄化槽の整備事業債でございます。

歳入合計４，６５３万７，８９６円、収入未済額１８３万１，５１７円となりました。

以上、御審議のほど、よろしくお願いします。

続きまして、議案第６６号、平成２４年度南部町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定

についてでございます。地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２４年度南部町公共下

水道事業特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでござい

ます。

２２５ページをお開きください。実質収支に関する調書についてでございます。１、歳入総額

１億８，６２２万６，９４１円。２、歳出総額１億８，５７２万７，６７３円。３、歳入歳出差

し引き額４９万９，２６８円。５、実質収支４９万９，２６８円でございました。

２１５ページ、歳出を説明いたします。１、総務費の支出済み額７，１８９万４，９３１円。

主に職員の給与と施設のみのりの里の維持管理費でございました。

２、公債費の支出済み額１億１，３８３万２，７４２円。主に償還元金、利子でございます。

歳出合計１億８，５７２万７，６７３円となります。
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次に、２１３ページをお開きください。説明いたします。１、分担金及び負担金の収入済み額

２，１２６万４，６６１円、収入未済額９８５万３，４２１円。主にみのりの里の施設の維持管

理負担金、これは２町１村と下水道の分担金でございます。

２、使用料及び手数料の収入済み額５，５６０万１，０２８円、収入未済額２８９万６，３９

２円。主に公共下水道使用料でございます。

３、繰入金の収入済み額８，０２２万２，７７３円、収入未済額はありません。

繰越金の収入済み額７２万７２９円。主に前年度繰越金でございます。

５、諸収入の収入済み額１０１万７，７５０円。主にコンポスト費用、みのりの里の売上金で

ございます。

６、町債の収入済み額２，７４０万円。主に資本費平準化債の借入金でございます。

歳入合計１億８，６２２万６，９４１円、収入未済額１，２７４万９，８１３円となりました。

以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。

続きまして、議案第６７号、平成２４年度南部町水道事業会計歳入歳出決算の認定について。

地方公営企業法第３０条第４項の規定により、平成２４年度南部町水道事業会計歳入歳出決算を

別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。

平成２４年度南部町水道事業会計決算報告書をごらんください。まず、１ページ、１、収益的

収入及び支出についてでございますが、水道事業収益につきましては、営業収益と営業外収益を

合わせまして、決算額１億８，８０３万３，７５７円、予算に対して１５０万２，２４３円の減

額となりました。

次に、支出でございます。水道事業費用でございますが、営業費用と営業外費用、予備費を加

えまして、決算額１億８，７２６万７，５０７円、予算額に対しまして２２６万８，４９３円の

不用額となりました。

次に、２ページをごらんください。２の資本的収入及び支出についてでございますが、資本的

収入につきましては、企業債、出資金、工事負担金、国県支出金合わせまして２億１，１２１万

２，８２４円、予算額に対して９２１万９，１７６円の減額となりました。

次に、資本的支出でございますが、建設改良費、企業債償還金合わせまして、決算額１億６，

５６６万３，２１９円、それに翌年度繰越額の１億３，０９１万２，６５８円を加え、予算額に

対しまして４５９万１，１２３円の不用額となりました。

次に、３ページの損益計算書をごらんください。数値は税抜きでございます。１の営業収益は、

給水収益、受託工事収益、その他営業収益を合わせまして１億７，５３２万９，９６６円。
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次に、２の営業費用でございますが、原水及び浄水費、配水及び給水費、総係費、減価償却費、

その他営業費用を合わせまして１億４，６０９万９，６６６円でございます。したがいまして、

営業利益２，９２３万３００円となっております。

次に、３の営業外収益でございますが、受取利息及び配当金、他会計補助金を合わせまして４

０１万２，５４９円となっております。

次に、営業外費用でございますが、支払い利息及び企業債取り扱い諸費、雑支出、その他雑支

出合わせまして３，７４２万５，６５０円となっております。

営業外利益は、△の３，３４１万３，１０１円となります。したがいまして、平成２４年度の

純利益は、△の４１８万２，８０１円になります。

次に、５ページをごらんください。平成２４年度南部町水道事業剰余金計算書をごらんくださ

い。繰越利益剰余金△の１億８９３万８，２６２円に、当年度純利益△の４１８万２，８０１円

を加えまして、１億１，３１２万１，０６３円となり、下段の平成２４年度南部町水道事業剰余

金処分計算書（案）のとおり翌年度に繰り越させていただきたいと思います。

次に、６ページをごらんください。平成２４年度南部町水道事業会計貸借対照表でございます。

まず、資産の部でございますが、１の固定資産、有形固定資産２９億３，１１１万７，５３７円。

７ページの２目流動資産、現金預金、未収金、貯蔵品、その他流動資産を合わせまして２億４，

９１４万６，４０５円、資産合計３１億８，０２６万３，９４２円となります。

負債の部でございますが、３の固定負債はございません。

４の流動負債は、未払金、その他流動負債でございますが、合わせまして７，９２８万８，８

９９円となります。その額が負債の合計となります。

資本の部でございますが、８ページをお開きください。５の資本は、自己資本金、借入資本金

を合わせまして１９億１，２２８万３，１４６円となっております。

６の剰余金でございますが、（１）の資本剰余金は、受贈財産評価額、国庫補助金、工事負担

金、一般会計補助金、基金利子合わせまして１２億９，９５１万３，６４９円となります。

（２）の利益剰余金でございますが、減債積立金、建設改良積立金、繰越利益剰余金年度末残高、

当該年度純利益、利益剰余金、合わせまして△の１億１，０８２万１，７５２円となり、剰余金

合計は１１億８，８６９万１，８９７円となり、資本合計は３１億９７万５，０４３円。負債資

本の合計は３１億８，０２６万３，９４２円となります。

９ページからでございますが、平成２４年度南部町水道事業報告となっており、今説明をいた

しました詳細が記してございます。なお、概要の総括の抜粋でございますけど、本年度の給水人
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口は前年度に比べ９９人の減で１万１，１５８人となり、有収水量も昨年に比べ２万３，３０９

トンの減で１１９万６，７０７トンになりました。

収益的収支につきましては、収益が１億７，９３４万３，０００円、費用は１億８，３５２万

５，０００円となり、当期純利益は△の４１８万２，０００円となりました。

資本的収支につきましては、収入が２億１，１２１万３，０００円、支出が１億６，５６６万

３，０００円でございまして、支出の主なものは水道統合事業の上野水源、上水道連絡管測量設

計業務でございました。

なお、前年に比べて給水収益は増加しましたが、老朽化する施設の継続的な設備の投資が必要

です。引き続き経費の節減を初め、経営基盤の安定⋞強化、安全で良質な水の安定供給に努めた

いと思っております。

以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○議長（青砥日出夫君） 病院事業管理者、吉原賢郎君。

○病院事業管理者（吉原 賢郎君） 病院事業管理者でございます。議案第６８号、平成２４年度

南部町病院事業会計歳入歳出決算の認定についてでございます。地方公営企業法第３０条第４項

の規定により、平成２４年度南部町病院事業会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付して議

会の認定に付するものでございます。

別紙の平成２４年度南部町病院事業会計決算報告書をごらんいただきたいと思います。１ペー

ジ、１の収益的収入及び支出についてでございますが、まず、病院事業収益につきましては、医

業収益と医業外収益を合わせまして決算額２４億４，９８０万７，０１２円です。予算額に対し

まして１６４万９，０１２円の増額となっております。

次に、支出でございます。病院事業費用でございますが、医業費用と医業外費用を加えまして、

決算額２３億４，１８２万８，９１４円、予算額に対しまして３，２８８万２，０８６円の不用

額となっております。

次に、２ページをお願いいたします。２の資本的収入及び支出についてでございますが、上段

の資本的収入については、補助金、企業債、合わせまして１，２２０万５，０００円、予算額に

対しまして５３０万円の減額となっております。

次に、資本的支出でございますが、建設改良費、企業債償還金、合わせまして１億６，４３５

万７，１８３円、予算額に対しまして１万３，８１７円の不用額となっております。

この資本的収入と資本的支出の差額は、１億５，２１５万２，１８３円となります。この不足

額は過年度分損益勘定留保資金で補填することといたします。

－４０－



次に、３ページの損益計算書をごらんください。この数値は税抜きでございます。まず、１の

医業収益は、入院収益、外来収益、その他医業収益を合わせまして２０億７９８万３４円となっ

ております。

次に、医業費用でございますが、給与費、材料費、経費、減価償却費、資産減耗費、研究研修

費を合わせまして２２億１，８０２万５，５７２円でございます。したがいまして、医業利益で

ございますが、マイナス２億１，００４万５，５３８円となっております。

次に、３の医業外収益でございますが、受取利息配当金、他会計補助金、患者外給食収益、そ

の他医業外収益を合わせまして４億３，４０６万１，８２０円となっております。

次に、４の医業外費用でございますが、支払い利息及び企業債取り扱い諸費、その他医業外費

用を合わせまして１億１，７１４万３，１２８円となっております。医業外利益でございますが、

３億１，６９１万８，６９２円となっております。

したがいまして、平成２４年度の純利益は、１億６８７万３，１５４円になります。

４ページの平成２４年度南部町病院事業剰余金処分計算書をごらんいただきたいと思います。

前年度繰越利益剰余金でありますが、マイナス１１億９，０３９万２，４６９円に当年度の剰余

金１億６８７万３，１５４円を加えまして、当年度の未処分利益剰余金はマイナス１０億８，３

５１万９，３１５円となり、下段の平成２４年度南部町病院事業剰余金処分計算書（案）のとお

り、翌年度に繰り越しをさせていただきたいということでございます。

次に、５ページをごらんください。平成２４年度南部町病院事業貸借対照表でございます。ま

ず、資産の部でございますが、１の固定資産は、有形固定資産、投資を合わせまして４０億５，

４２８万９，０１９円となります。

次に、流動資産は、現金預金、未収金、貯蔵品を合わせまして５億８，３９４万７８６円。

資産合計は４６億３，８２２万９，８０５円となります。

６ページの負債の部でございますが、３の固定負債はございません。

４の流動負債は、未払い金、その他流動負債、預かり金でございますが、合わせまして１億１，

３６８万５，０７６円となっております。

その金額が負債合計となります。

資本の部でございます。５の資本金は、自己資本金、繰り入れ資本金、借入資本金であります

企業債を合わせまして４５億１，３００万１，７５２円となっております。

６の剰余金ですが、（１）の資本剰余金は、補助金、一般会計出資金、他会計負担金、受贈財

産評価額、その他を合わせまして１０億７，５６４万６，２９２円となります。
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次に、７ページの利益剰余金でございますが、減債積立金、利益積立金、当年度未処分利益剰

余金を合わせましてマイナス１０億６，４１０万３，３１５円となり、剰余金合計は１，１５４

万２，９７７円となります。

資本合計は４５億２，４５４万４，７２９円となります。

負債資本金合計は４６億３，８２２万９，８０５円となります。

今申しました流動資産５億８，３９４万７８６円から流動負債１億１，３６８万５，０７６円

を引いた４億７，０２５万５，７１０円が、いわゆる余裕金でございます。

８ページでございますが、平成２４年度南部町病院事業報告書となっておりまして、今御説明

をいたしました詳細を記してございます。

総括のところの概要でございますが、病院事業収益と病院事業費用の収支１億６８７万３，１

５４円と、黒字決算を達成することができました。主な要因といたしましては総括事項に記載し

ておりますが、院長初め、職員一同で病院の健全経営を目標に努力したことも上げられると思っ

ております。毎日、毎月経営に関する会議を開催し、病院全体での情報の共有化に努めておりま

す。また、アミノインデックス診察の中心に住民健診の増加が図られることは、病気の早期発見、

早期治療につながり、地域の病院としての重要な役割であると思っておるところでございます。

御審議のほど、よろしくお願いいたします。

続きまして、議案第６９号、平成２４年度南部町在宅生活支援事業会計歳入歳出決算の認定に

ついてでございます。地方公営企業法第３０条第４項の規定により、平成２４年度南部町在宅生

活支援事業会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付して議会の認定に付すものでございます。

別冊の平成２４年度南部町在宅生活支援事業会計決算報告書をごらんいただきたいと思います。

まず、第１ページでございます。１の収益的収入及び支出についてでございますが、在宅生活支

援事業収益については、訪問看護収益とその他収益を合わせまして、決算額２，４９８万９，８

２４円。予算に対しまして４１９万９，１７６円の減額でございます。

次に、支出でございますが、在宅生活支援事業費用でございますが、訪問看護費用とその他費

用を合わせまして、決算額２，７７０万３，９５５円。予算額に対しまして１４８万５，０４５

円の不用額となっております。

詳細につきましては、一番下の９ページの収益費用明細書にございますが、説明は省略させて

いただきます。

２ページの損益計算書をごらんいただきたいと思います。この計算書は税抜きでございます。

１の訪問看護収益は、居宅介護収益、訪問看護療養収益を合わせまして２，４９７万３，０４９
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円となっております。

次に、２、訪問看護費用でございますが、給与費、材料費、経費を合わせまして２，７６２万

１，１９８円でございます。訪問看護利益でございますが、マイナス２６４万８，１４９円とな

っております。

次に、３のその他収益でございますが、受取利息配当金として１万２，６３２円となっており

ます。

次に、４のその他費用でございますが、雑費７万８，６１４円となっております。その他利益

はマイナス６万５，９８２円となります。

したがいまして、当年度の純利益はマイナス２７１万４，１３１円となります。

３ページの平成２４年度南部町在宅生活支援事業剰余金処分計算書をごらんください。繰り越

し利益剰余金１，３２７万９，１２０円に当年度の純利益マイナス２７１万４，１３１円を加え

まして、当年度未処分利益剰余金は１，０５６万４，９８９円となります。下段の平成２４年度

南部町在宅生活支援事業剰余金処分計算書（案）のとおり、翌年度に繰り越させていただきたい

と思います。

続きまして、４ページでございますが、平成２４年度南部町在宅生活支援事業貸借対照表をご

らんください。資産の部でございますが、１の固定資産はございません。２の流動資産は、現金

預金、未収金を合わせまして１，０６４万３，４１９円となっております。この額が資産合計で

ございます。

５ページの負債の部でございますが、３の固定負債はございません。

４の流動負債は、未払い金が７万８，４３０円、この金額が負債合計となっております。

次に、資本の部でございますが、資本合計が１，０５６万４，９８９円となっており、負債資

本金合計は１，０６４万３，４１９円となります。

６ページからでございますが、平成２４年度南部町在宅生活支援事業報告書になっております。

今、御説明させていただいたものの詳細を記してございます。御審査のほど、よろしくお願いい

たします。以上でございます。

○議長（青砥日出夫君） 副町長、陶山清孝君。

○副町長（陶山 清孝君） 議案第７０号、南部町行財政運営審議会条例の一部改正……。

○議長（青砥日出夫君） 副町長、ちょっと待って。それに入る前に、ここでちょっと休憩をした

いと思います。１５分まで休憩します。

午後２時５７分休憩
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午後３時１６分再開

○議長（青砥日出夫君） 再開いたします。

この際、平成２４年度一般会計、特別会計及び事業会計について、決算審査の意見書が提出さ

れていますので、審査の結果について須山代表監査委員の報告を求めます。

○監査委員（須山 啓己君） 監査委員の須山でございます。南部町９月定例議会を迎えまして、

地方自治法第２３３条第２項の規定に基づきまして、８月２９日付で提出をいたしました平成２

４年度の南部町一般会計、特別会計並びに事業会計の決算監査の結果及び監査意見について報告

をいたします。

決算の審査に当たりましては、平成２５年７月１７日から８月５日までの１０日間、南部町役

場法勝寺庁舎におきまして、議会選出の細田議員とともに審査を実施をいたしました。

審査の対象は、平成２４年度の一般会計及び特別会計並びに事業会計と、財政健全化法に規定

する財政健全化判断比率及びその算定基礎書類でございます。

次に、審査の概要でございますが、審査対象の審査に当たりましては、１つ、決算の計数は正

確か。２つ、予算の執行は、効率的かつ適正になされているのか。３つ、収入、支出の事務は、

適正に執行されているか。４つ、財産の取得、管理及び処分は適正か。５つ、財政指標の算定に

正確性及び客観性があるかなどの諸点について、関係諸帳簿及び証拠書類の照合精査をするとと

もに関係書類の提出を求め、関係部署の説明を聴取し、慎重に実施をいたしたところでございま

す。

審査のため説明を求めた部局、機関は、町長部局、すなわち総務課、税務課、企画政策課、町

民生活課、健康福祉課、福祉事務所、産業課、建設課、上下水道課、出納室及び教育委員会事務

局、農業委員会事務局、議会事務局、監査委員事務局、選挙管理委員会事務局、病院事務局でご

ざいます。

次に、審査の結果について報告をいたします。１、審査計数の状況でございます。町長より提

出されました決算書に基づき、歳入歳出、関係諸帳簿及び証拠書類を照合審査した結果、決算計

数はいずれも符合して誤りのないものと認めました。また、基金の運用状況を示す書類の計数に

ついても、関係諸帳簿及び証拠書類と符合して誤りのないことを確認いたしました。

２、一般会計、特別会計について。一般会計、特別会計の概要でございます。一般会計の決算

額においては、歳入が７１億３，２３８万６，０００円、歳出が６８億４，７４７万３，０００

円でありました。また、特別会計合計においては、歳入が２１億６，４７２万８，０００円、歳
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出が２０億１，９１１万４，０００円でありました。

各会計別の実質収支では、一般会計が１億８，６１０万８，０００円であり、特別会計では、

国民健康保険会計が３５４万３，０００円、介護サービス会計が１億４，００３万９，０００円、

後期高齢者医療会計が８万１，０００円、公共下水道会計が４９万９，０００円、農業集落排水

会計が８６万８，０００円、浄化槽会計が５８万３，０００円となっております。このほか建設

残土処分会計、墓苑会計及び住宅資金貸し付け会計の実質収支はゼロ円でありました。

会計別決算額の対前年度伸び率について特徴的なものは、一般会計の歳入では２．３％の減、

歳出は１．４％の減でありますが、住宅資金貸し付け会計の歳入では６８．７％の減、歳出が６

８．７％の減、介護サービス会計の歳入では４４４．３％の増、浄化槽会計の歳入では１５．６

％の増、歳出は１５．７％の増、建設残土会計の歳入では１，６２１．６％の増、歳出が１，６

２１．６％の増となっております。一般会計及び特別会計を合わせた平成２４年度の歳入総額は、

９２億９，７１１万４，０００円（対前年度比で０．９％の増）、歳出総額は８８億６，６５８

万７，０００円（対前年度比で０．１％の増）の財政規模でございました。

一般会計について見ますと、前年度と比較して歳入の増額の大きなものは、財産収入の１億７，

２９４万８，０００円となっております。これに対して歳入の減額の大きなものは、寄附金の１

億７，４６６万８，０００円、国庫支出金の１億１，３９１万２，０００円であります。

歳出の性質別支出で増額の大きなものは、投資及び出資貸付金の６，２７２万９，０００円、

繰出金の１億８，１３９万円となっております。これに対して歳出の減額の大きなものは、公債

費の２億３，７５７万１，０００円、普通建設事業の８，８００万８，０００円、積立金の９，

５６２万５，０００円となっております。

一般会計、特別会計の審査意見を申し述べます。

１、一般会計の経常収支比率においては、平成２４年度は８４．３％と前年度と比較して０．

３％改善をされており、平成２０年度以来おおむね毎年改善傾向にあります。経常収支比率の改

善は、行財政改革の取り組みの結果を反映するものでもあるが、依然８０％を超える高い指数で

あることから、財政力の柔軟性を持たせるためにも引き続き改善に取り組んでいただきたい。

２、一般会計の財政力指数は、平成１９年度の０．２９２をピークに低下をしており、平成２

４年度では０．２６０と前年度と同じでありました。自主財源の拡大は容易ではありませんが、

町財政の健全性を高めるためにも引き続き改善を行っていただきたい。また、平成２７年度から

の交付税の一本算定化に向けて財政改善の努力をされているところでありますが、財政力の向上

については全組織的な課題として今後とも改善に取り組んでいただきたい。
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３、公債費負担比率は、平成２４年度は１７．４％であり、前年度に比較して２．９％改善さ

れ、好ましい結果となっております。引き続き負担比率の低減に向け、努力していただきたい。

４、本年度、新たに積み立てられた基金は１億４，８５７万５，０００円で、平成２４年度末

の基金残額は３４億４，６２７万７，０００円となっております。使途が定められた目的基金も

ありますが、健全な財政運営を実現するためにも今後とも財源確保に留意をしていただきたい。

５、地方債残高が年々減少し、２４年度では前年度に比べ５億８，３１０万２，０００円（前

年度比４．９２％）減の１１２億５，６５５万９，０００円となっております。地方債残高の減

少は実質公債費比率や公債費負担比率の改善につながるため、引き続き削減に留意をしていただ

きたい。

６、農業集落排水、公共下水、浄化槽整備事業において接続率の伸び悩みが認められます。町

として今後どのように推進すべきかいま一度問い直し、方向性を明確にして対応をしていただき

たい。

７、大きな災害の危険性が予測される場合、避難誘導やその後の対応に互いのマンパワーが必

要とされます。災害からの迅速な避難や復旧に向けて民間の力や地域振興区の組織力を活用する

など、災害を最小限に食いとめる体制の再構築を検討していただきたい。

８、福祉事業の共同⋞共助の観点から、また世代間の交流と事業の効率化の点から児童館と児

童クラブ及び老人館との連携など、従来の事業区分を超えた連携を行うことができないか検討し

ていただきたい。

９、緑水湖周辺施設の利用者の減少が顕著であります。周辺施設相互の利用による相乗効果を

上げるなどの新たなアイデアで利用者の増加を図られたい。また、今後の利用者の増加が期待で

きなく、あるべき設立の計画から乖離したものについては施設の集約化や是正を検討するなど、

より効果的（実利的）な事業となるよう、検討をしていただきたい。

１０、南部町活性化のための事業は期間限定的なものではなく、人口増加や雇用の拡大など、

将来の発展につなげていくことが大切であります。子育て支援や空き家対策、資源の見直しなど

を通じ、特色のある創造的な施策で明るく元気が継続するようなまちづくりに向け、さらに尽力

をしていただきたい。

１１、高齢化社会を迎え、介護予防施設を地域で支え合う資金が必要と考えます。住民ニーズ

や今後の人口構成を検討⋞分析し、地域ぐるみの介護予防を実現するため、社会福祉協議会や地

域振興協議会との連携を強化することを検討をしていただきたい。

１２、社会福祉法人伯耆の国への土地売却について、一部住民からこの施策を無効とするよう、
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住民監査請求が提出されましたことは、この施策についての理解と説明が十分でなかったものと

判断をされます。今後につきましては、住民監査請求などの異議を招くことのないよう、住民と

の信頼関係の強化に一層尽力をしていただきたい。

３、滞納に関する審査意見について申し述べます。

１、滞納における収入未済額については、一般会計では町民税、固定資産税、軽自動車税、保

育料、公営住宅使用料、学校給食費、放課後児童健全育成負担金、生活保護費で計上されており、

また、特別会計では国民健康保険税、住宅資金貸付金、下水道分担金⋞使用料、農業集落排水分

担金⋞使用料、浄化槽分担金⋞使用料で計上をされております。現年度⋞過年度の滞納総額は２

億３，５７５万４，０００円であり、前年度の２億３，７２５万８，０００円と比較して１５０

万４，０００円減少をしております。また、昨年に引き続き、本年度も６６６万円の不納欠損処

理（町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税）を行っております。

２、過年度の徴収率に関しては、住宅貸付金が１．８％、宅地貸付金が２．１％、公共下水道

分担金が６．０％、農業集落排水分担金０．８％と、いずれも１０％を下回る徴収率に終わって

おります。税等の公平性確保の観点から、徴収率改善に向け、一層の努力をしていただきたい。

３、昨年に引き続き、本年度も６６６万円の不納欠損処理（国民健康保険税を含む）を行って

おります。（平成２３年度の不納欠損処理額は、２，０１５万７，０００円でありました。）

町の限られた収入の減少であり、好ましいことではありません。その執行に際しては、未収金

管理、滞納管理など徴収事務全般について各課が連携することにより不納欠損額の低減を図って

いただきたい。

３、財政健全化判断比率について。町長より提出された基礎資料等に基づき、健全化判断比率

及び資金不足比率について審査を行いました。

健全化指標に関する監査意見でございます。

１、実質赤字比率について。平成２４年度の実質赤字比率は、実質収支が黒字であるため算定

されませんでした。

２、連結実質赤字比率について。全会計を連結した連結実質赤字額が発生しなかったことから、

連結実質赤字比率は算定されなかった。

３、実質公債費比率について。平成２４年度の実質公債費比率は１３．８％となっており、早

期健全化基準の２５．０％と比較すると、これを下回っております。また、１．４％の改善がな

されております。

４、将来負担比率について。平成２４年度の将来負担比率は４１．７％となっており、早期健
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全化基準の３５０．０％と比較すると、これを下回っております。また、平成２３年度と比較す

ると３５．４％の改善がなされております。

５、資金不足比率について。水道事業会計、病院事業会計、在宅生活支援事業会計、農業集落

排水事業特別会計、浄化槽整備事業特別会計、公共下水道事業特別会計とも資金不足額は計上を

されておりません。経営健全化基準の２０．０％と比較すると、これを下回っております。

それぞれの指標について、早期健全化の基準内であることを確認いたしました。本年度におけ

る指標を昨年度と比較した場合、各指標とも良化しております。特に、昨年度に引き続き将来負

担比率が改善されたことは重要な点であります。今後については、西伯病院及び水道事業の事業

経営の安定化を図りつつ、人口減や一本算定による交付税の減少に対応できる財政とするため、

引き続き財源確保や事業の効率化、経費節減など将来を見通した計画的な財政運営に取り組んで

いただきたい。

４、水道事業会計について。水道事業会計の概要でございます。収支決算では、４１８万２，

０００円の当年度純損失が計上をされております。

総収益は、平成２３年度の１億７，６２１万６，０００円に対し、平成２４年度では１億７，

９３４万２，０００円で１．８％の増となっております。このうち営業収益は、平成２３年度の

１億７，１５３万１，０００円に対し、平成２４年度は１億７，５３３万円で、２．２％の増と

なっております。

総費用では、平成２３年度の１億８，１２２万７，０００円に対し、平成２４年度は１億８，

３５２万４，０００円で、１．３％の増となっております。営業費用では、平成２３年度が１億

４，４０９万８，０００円に対し、平成２４年度は１億４，６０９万９，０００円で、１．４％

の増となっております。

収益的収入及び支出で主なものは、営業収益の給水収益１億７，３８２万５，０００円の収入

と、営業費用の減価償却費８，６２９万３，０００円、営業外費用の起債償還利息３，４０９万

８，０００円の支出でありました。

水道事業会計の監査意見でございます。

有収率は８８．４％と、昨年度（２３年度は８７．８％）より０．６％改善をしております。

目標である９０％以上に向け、今後も漏水等の不明水解消に努め、漏水箇所の早期把握や早期修

繕について対策を強化されたい。また、布設管や施設の老朽化も見られることから、長期的な視

野に立ち、計画的な改修を検討していただきたい。

２、未収金は現年度分３１９万１，０００円、過年度分１，０８９万４，０００円であります。
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前年度に比べ現年度分及び過年度分について徴収率が低下をしております。戸別訪問を行うなど、

未収金の徴収事務を徹底し、特に過年度分の徴収率の改善に努めていただきたい。

３、限られた水道料金と、水道水を供給するための施設維持経費である水道事業において、健

全な水道事業会計とするために料金改定が行われました。料金改定で負担増をお願いした町民に

対し、料金改定を行った結果、水道事業会計がどのように改善したのかを報告する必要がありま

す。早急に広報等により情報を開示し、水道事業の現状と今後の展望を示すとともに、引き続き

健全な水道事業会計とするために努力をしていただきたい。

５、病院事業会計について。

１、病院事業会計の概要でございます。当年度純利益で見ますと２３年度の６１１万９，００

０円の損失に対し、平成２４年度は１億６８７万３，０００円の純利益となっております。

総収益は、平成２３年度の２３億７２９万５，０００円に対し、平成２４年度は２４億４，２

０４万２，０００円で、５．８％の増となっております。その主体をなす医業収益では、平成２

３年度の１８億８，５４１万円に対し、平成２４年度は２０億７９８万円で、６．５％の増とな

っております。

総費用では、平成２３年度の２３億１，３４１万４，０００円に対し、平成２４年度は２３億

３，５１６万９，０００円で、０．９％の増となっております。その主体をなす医業費用では、

平成２３年度が２１億９，８４３万６，０００円に対し、平成２４年度は２２億１，８０２万６，

０００円で、０．９％の増となっております。

病院事業会計の審査意見。

１、病院経営の基幹となる医業収益が、平成２３年度の１８億８，５４１万円に対し、平成２

４年度は２０億７９８万円となり、大きく増加をしております。関係職員の努力の結果であり、

大いに評価をするものでございます。医業費用は平成２３年度の２１億９，８４３万６，０００

円に対し、平成２４年度は２２億１，８０２万６，０００円と、若干増加をしております。今後

も医業費用の削減についても検討され、経営基盤の強化を図っていただきたい。

２、前年度に比べ、入院患者数は９７５人増の６万４，４９８人、外来患者数は１，０８４人

増の７万８９１人となっております。病床利用率については、一般⋞療養⋞精神とも、２３年度

からいずれも改善をされております。今後も関係機関との緊密な連携を図りつつ、安定した病院

経営に努力していただきたい。

３、西伯病院の医療活動が住民に理解され、安心と信頼がもたらされるように、さらに堅実な

病院運営に取り組んでいただきたい。また、ＡＩＣＳ（アミノインデックスがんスクリーニン
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グ）などの予防検診にも積極的に取り組まれ、住民の健康維持と疾病の早期治療に尽力されたい。

また、町内におられる透析が必要な方の負担を軽減するために、西伯病院で透析を行うことがで

きないかを検討していただきたい。

６、在宅生活支援事業について。

在宅生活支援事業会計の概要でございます。収支決算では、２７１万４，０００円の損失が計

上をされております。

総収益は、平成２３年度の２，４１３万８，０００円に対し、平成２４年度は２，４９８万６，

０００円で、３．５％の増となっております。

総費用は、平成２３年度の２，４１０万７，０００円に対し、平成２４年度は２，７７０万円

であり、１４．９％の大幅な増となっております。

訪問看護収益を前年度と比較すると、収益では居宅介護が９３３万９，０００円で、１．３％

の減、訪問看護療養が１，５６３万４，０００円で、６．６％の増となっております。費用で見

ますと、訪問看護費用が２，７６２万１，０００円で、１５．０％の増となっております。患者

数では、居宅介護が１，１３９人で、３．０％減少し、訪問看護療養については１，５５４人で、

１２．２％増加をしております。全体としては２，６９３人であり、昨年度に比べ１３４人、５．

２％増加をしております。

在宅生活支援事業会計の審査意見。

１、訪問看護の患者数が増加をする反面、居宅介護は減少しております。患者数の変化や患者

のニーズに対応できる弾力的な経営を検討され、事業的にも収支的にも安定した事業となるよう

に努力をしていただきたい。

２、医療支援を目的とする本事業が、住みなれた地域での生活を望む住民に安心を提供できる

意味は大きいと考えます。今後は在宅生活支援を必要とされる方の増加が考えられることから、

西伯病院や他の地域医療機関の医療をバックに、安心感を伴った生活支援を提供する事業として

の地位を確立をしていただきたい。

決算の審査報告は以上でございますが、平成２４年度の決算は、先ほど報告いたしましたとお

り、公債費負担比率や将来負担比率などの改善とともに、町債残高が減少するなど財政指標が改

善をされており、好ましい結果となっております。

今後とも一つ一つの事業が年々改善され、より充実し、かつ有意義なものとなるよう要望をい

たしまして、監査報告とさせていただきます。以上でございます。

○議長（青砥日出夫君） これで監査報告を終わります。
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引き続いて、提案説明をお願いします。

副町長、陶山清孝君。

○副町長（陶山 清孝君） 副町長でございます。議案第７０号、南部町行財政運営審議会条例の

一部改正についてでございます。次のとおり南部町行財政運営審議会条例の一部を改正すること

について、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、議会の議決を求めるものでございま

す。

この条例改正でございますが、南部町行財政運営審議会委員の構成の一部を変更するための条

例改正でございます。

申すまでもなく、これからの行財政改革の取り組みを進めるに当たりましては、これまで以上

に広く一般住民の皆様の御意見を反映していくことが必要だということを視点にいたしまして、

広く一般の町民の方からの意見を求めることができる委員構成にするものでございます。よろし

く御審議いただきたいと思います。

条例の施行日につきましては、平成２５年１０月１日としております。よろしく御審議をお願

いいたします。

続きまして、議案第７１号を御提案申し上げます。南部町税条例の一部改正について。次のと

おり南部町税条例の一部を改正することについて、地方自治法第９６条第１項第１号の規定によ

り、議会の議決を求めるものでございます。

これは地方税法の一部を改正する法律が平成２５年３月３０日に公布され、同法による改正の

うち一部のものについて、地方税法施行令の一部が改正する省令が平成２５年６月１２日に公布

されました。このことに伴って南部町税条例の一部の改正を行うものであります。

改正の内容の詳細につきましては税務課長の方から説明をさせますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（青砥日出夫君） 税務課長、畠稔明君。

○税務課長（畠 稔明君） 税務課長でございます。それでは、南部町税条例の一部を改正する

条例について御説明いたします。

概要をまず最初に申し上げますと、このたびの改正は町民税に関しましての改正でございます。

寄附金の控除の対象を広げることと、公的年金からの特別徴収制度の見直しと、金融商品の税率

等の課税方式を均衡化するために、今まで町民税の課税対象でなかった公社債等の利子等につい

て、利子割の課税対象から除外した上で配当割の課税対象といたしました。

それでは、新旧対照表の方をごらんいただきたいと思います。まず、２ページでございます。
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先ほど副町長の方が申し上げました地方税法の改正によるものということで御提案いたしました

が、実は、この第３４条の７、これにつきましては地方税法の改正のための税条例の改正ではご

ざいません。町単独での税条例の改正でございます。第３４条の７、寄附金税額控除につきまし

ては、今まで所得税だけの対象であった寄附金を、鳥取県が対象範囲を拡大したのに伴い、社会

福祉協議会などへの寄附金も町民税の課税対象となるよう鳥取県と同一の対応をいたしました。

続きまして、第４７条の２、新旧対照表でいいますと４ページからになります。こちらの方か

らが地方税法の改正に対応したものでございます。第４７条の２は、個人の町民税を公的年金か

ら徴収することを規定しております。このたびの改正は町民税を公的年金から特別徴収、いわゆ

る年金からの天引きでございます。特別徴収をされている方が町外に転出された場合に、特別徴

収をやめて普通徴収に切りかえることとされていました。それを転出されても年金からの天引き

を引き続き行うことといたしました。

５ページに入りまして、第４７条の５、年金所得に係る仮特別徴収税額等でございますが、仮

徴収額を前年度分の本徴収額としていたものを前年度分の年税額の２分の１とし、本徴収と仮徴

収の平準化を図りました。

次に、５ページ下段からになりますが、附則の第７条の４から第２０条の２までは、最初に申

し上げた金融商品の税率等の課税方式を均衡化するために、公社債などの利子等について、利子

割の課税対象から除外した上で配当割の課税対象とした改正で、条文を整理いたしました。公社

債、いわゆる国債などの利子や譲渡損失が上場株式等の譲渡損失及び配当所得の損益通算、それ

から繰り越し控除の特例を同様に受けられるようになりました。

議案書に返っていただきまして、２０ページをお開きください。そちらの方に施行期日及び経

過措置ということで記載させていただいております。まず、第１条、この条例は、平成２６年４

月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

以下、ちょっと要約をさせていただきまして、寄附金の税額控除の対象を広げることにつきま

しては、平成２６年度の町民税から適用となります。そして、年金からの特別徴収の変更につき

ましては、平成２８年１０月以降になり、公社債等の利子等の課税方法の変更は平成２９年度の

町民税から適用になります。

簡単でございますが、以上、審議をよろしくお願いいたします。

○議長（青砥日出夫君） 副町長、陶山清孝君。

○副町長（陶山 清孝君） 副町長でございます。続きまして、議案第７２号、南部町国民健康保

険税条例の一部改正についてでございます。次のとおり南部町国民健康保険税条例の一部を改正
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することについて、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、議会の議決をいただくもの

でございます。

これは地方税の一部を改正並びに地方税法施行令の一部を改正する省令の公布を受けまして、

南部町国民健康保険税条例の一部を改正を行うものでございます。

改正内容の詳細につきましては担当でございます税務課長から説明させますので、よろしく御

審議をお願いいたします。

○議長（青砥日出夫君） 税務課長、畠稔明君。

○税務課長（畠 稔明君） 税務課長でございます。それでは、南部町国民健康保険税条例の一

部を改正する条例について御説明いたします。

新旧対照表でいきますと、２３ページから２７ページにわたってになります。このたびの改正

点は町民税の改正と同様に、公社債等の利子等について利子割の課税対象から除外した上で配当

割の課税対象といたしました。国民健康保険税の所得金額を算出するために附則の第７項、上場

株式等に係る配当所得に係る国民健康保険の課税の特例から１９項、最後までですが、までの条

文を整理いたしました。

内容につきましては、先ほど町民税の部分で触れさせていただいた内容と全く同じでございま

す。

議案書の方に返っていただきまして、２２ページの下段の方をごらんいただきたいと思います。

附則といたしまして、この条例は、平成２９年１月１日から施行し、適用区分ということでこち

らの部分を要約いたしますと、平成２９年度以降の国民健康保険税から適用となります。

簡単な御説明で申しわけございませんが、以上、御審議をよろしくお願いいたします。

○議長（青砥日出夫君） ここで地方自治法第１１７条の規定により、議長が除斥の対象となりま

すので、議長の交代をいたします。暫時休憩をいたします。

午後４時００分休憩

午後４時００分再開

○副議長（景山 浩君） それでは、再開いたします。議長と交代いたしました副議長の景山で

あります。

⋞ ⋞

日程第２６ 議案第７３号

○副議長（景山 浩君） 日程第２６、議案第７３号、公の施設の指定管理者の指定について。
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町長から提案理由の説明を求めます。

副町長、陶山清孝君。

○副町長（陶山 清孝君） 副町長でございます。議案第７３号、公の施設の指定管理者の指定に

ついて。次のとおり公の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法第２４４条の２

第６項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

１、指定管理者に管理を行わせる施設の名称、レストハウス、バーベキューハウス。２、指定

管理者となる団体、鳥取県西伯郡南部町鴨部５５６番地、鴨部まこも友遊会、代表、青砥美穂子。

３、指定管理の期間、平成２５年１０月１日から平成２９年３月３１日まで（３年６カ月）でご

ざいます。よろしく御審議ください。

○副議長（景山 浩君） 青砥議長の入場を許可いたします。議長交代のため暫時休憩します。

午後４時０１分休憩

午後４時０２分再開

○議長（青砥日出夫君） 再開いたします。

⋞ ⋞

日程第２７ 議案第７４号 から 日程第３０ 議案第７７号

○議長（青砥日出夫君） 続いて、日程第２７、議案第７４号から日程第３０、議案第７７号まで

の提案説明をお願いします。

議案第７４号。

総務課長、加藤晃君。

○総務課長（加藤 晃君） 総務課長でございます。

議案第７４号

平成２５年度南部町一般会計補正予算（第３号）

平成２５年度南部町の一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６１，６０１千円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ７，０３８，６４１千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。
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（債務負担行為の補正）

第２条 債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第３条 地方債の追加は、「第３表 地方債補正」による。

平成２５年９月 ６日 南 部 町 長 坂 本 昭 文

平成２５年９月 日 決 南部町議会議長 青 砥 日出夫

５ページをお開きください。第２表、債務負担行為補正でございます。追加といたしまして、

南部町森林保養施設レストハウス⋞バーベキューハウス指定管理料でございます。期間は平成２

６年度から平成２８年度まで。限度額といたしまして３００万円でございます。

第３表、地方債の補正。追加でございます。起債の目的はリサイクルプラザ改良事業。限度額

は２，０９０万円。起債の方法は証書借り入れ。利率は５％以内でございます。償還の方法は記

載のとおりでございます。

１０ページの方にお移りください。歳出の方から御説明申し上げます。主なものを御説明いた

します。２款総務費、１項、１目一般管理費でございます。今回の場合、給与額の補正がござい

ますが、これにつきましては費目間の移動がございました関係で出ておるものでございますので、

給与につきましては今後の説明を省略させていただきます。補正額でございますが、９６８万６，

０００円を増額いたしまして、３億５，１５４万８，０００円とするものでございます。賃金と

いたしまして１１７万９，０００円を増額いたしますが、これにつきましては障がい者雇用対策

の方で５１万３，０００円、それから臨時職員雇用の方で産休代替分として９３万４，０００円、

このあたりが影響するものでございます。

４目ＣＡＴＶ管理費でございます。３００万円を補正をいたしまして、４，８３７万３，００

０円とするものでございます。これはＣＡＴＶの支障移転でございまして、その工事請負費を計

上するものでございます。

次に、９目公共施設整備基金費でございます。２，３０１万８，０００円を増額いたしまして、

２，８１６万２，０００円とするものでございます。これは公共施設整備基金の方に、天津運動

公園の売り上げ代金の方の積み立てを行うために計上するものでございます。

１６目企画費でございます。３，１６１万１，０００円を増額いたしまして、４億４，０２０

万とするものでございます。主なものといたしまして負担金、補助及び交付金３，１０８万円で
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ございますが、西部広域行政管理組合の方にリサイクルプラザの基幹改良分の負担金として２，

２０８万円、それから住宅太陽光システムの設置ということで当初２０件組んでおりましたが、

件数を３０件分を追加するということで９０１万２，０００円を増額するものでございます。

諸費でございますが、２，８７７万６，０００円を増額いたしまして、３，３９９万６，００

０円とするものでございます。これは償還金、利子及び割引料でございますが、福祉事務所の関

係で２４年度の事業費が確定した関係で、返還する必要がある金額を計上するものが主なもので

ございます。

それから、飛んでいただきまして、１３ページの方をお開きください。３款民生費、１項１目

社会福祉総務費でございます。委託料１０万８，０００円、備品購入費１７万５，０００円、負

担金、補助及び交付金７６万１，０００円の減でございます。主なものにつきましては、消費者

行政を西伯郡の方でまとまってＮＰＯ法人の方に委託するということで、その負担金の関係。そ

れから、わが町支え愛活動支援事業の負担金補助及び交付金ということで、これは県の方から補

助金をいただいてするようにしておりましたが、補助対象者の方に県の方が県分は直接払うとい

うことで減額するものでございます。

２目の障がい者福祉費でございます。１５２万６，０００円を増額いたしまして、２億６，３

０６万７，０００円とするものでございます。主なものといたしまして、扶助費１４７万８，０

００円でございますが、補装具の交付事業ということで平成２４年度に予定をしておられた方が

できなくて２５年度になったために今回補正で上げるものでございます。

それから、１５ページの方にお移りください。４款衛生費でございます。１款１目保健衛生総

務費でございます。報酬７６万５，０００円の減額でございますが、非常勤保健師の雇用という

ことで予定しておりましたが、保健師の採用ができませんでして、非常勤職員の関係でした関係

で、その分を減額するものでございます。

それから、予防費でございますが、これは組み替えでございます。委託料の方を７２万２，０

００円減額いたしまして、諸費の方に７２万２，０００円をお願いするものでございます。これ

は風疹予防接種事業をすることになりまして、そのために扶助費の方で組ませていただきました

が、それに対する予算を委託料の子宮頸がんの方のワクチン分から回させていただくようにする

ものでございます。

それから、その次の３目の健康増進費でございます。１９万９，０００円ですが、自殺対策緊

急強化事業ということで、鬱病、あるいは自殺予防のＰＲ用グッズをするということで、このた

び組ませていただくものでございます。

－５６－



それから、次、５款農林水産業費でございます。１項９目農地費でございます。２０８万円を

増額いたしまして、１，７７３万６，０００円とするものでございます。これはしっかり守る農

林基盤整備事業ということで工事請負費、事業の実施をしたいというところが確定いたしました

関係で、不足分２０８万円を増額させていただくものでございます。

はぐっていただきまして、１６ページでございます。５款農林水産業費の２項２目林業振興費

でございます。公有財産１２０万円を増額いたしまして、６，５００万７，０００円とするもの

でございます。公有財産購入費で１０５万８，０００円をお願いしております。これは広域基幹

林道事業が７月１５日の豪雨災害で被災した場所がございまして、そこの工事に必要な用地を購

入する費用でございます。

１７ページの方ですが、７款土木費、６項１目公共下水道費でございます。２８８万１，００

０円を減額いたしまして、７，６３２万２，０００円とするものでございます。これは公共下水

道事業特別会計の方に繰出金を減額するものでございます。

８款消防費、１項１目非常備消防費でございます。８２万５，０００円を増額いたしまして、

４億４，０１６万円とするものでございます。これは４月から５月にかけまして火災が非常に多

く発生いたしまして、そのために消防団の方の出動が多くなったということで、その手当を補正

させていただくものでございます。

それから、その次の３目災害対策費でございますが、５４万８，０００円を増額いたしまして、

６００万３，０００円とするものでございます。これは職員手当としておりますが、これは７月

１５日の豪雨災害の関係で職員の超勤、あるいは管理職の特勤手当でございます。

次の９款教育費でございます。１項２目事務局費でございます。賃金の方、１２１万円計上い

たしております。それから、報償費の方で減額１２１万円としておりまして、これは予算の組み

替えでございます。これは中学校の方にコミュニティスクール推進事業で１名の職員を配置する

ようにしておりましたが、これを両中学校の者を合わせて１名としたために勤務時間数がふえた

関係で報償費ではなく、賃金の方に組み替えたものでございます。

それから、９款教育費の２項の１目学校管理費でございます。賃金といたしまして３０万２，

０００円の増額、それから、報償費として３０万２，０００円の減額ということで増減はござい

ませんが、これは会見第二小学校図書館司書の関係で、病休があった関係でその分を職員を代替

職員、臨時で雇いました関係で報酬から賃金の方に組み替えるものでございます。

はぐっていただきまして、１８ページでございます。９款教育費の２項２目でございます。そ

れから、その次の中学校費の教育振興費でございますが、これは合わせてでございますけども、
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合計で５万円の増額補正をさせていただきます。これは寄附金がございまして、図書の購入に使

ってほしいという寄附がございまして、これを各学校で使っていただきたいということでござい

ますので、各学校に１万円ずつさせていただくということで、ちょっと細かい金額でございます

が計上させていただいておるところでございます。

それから、１９ページでございますが、教育費の５項２目の体育施設費でございます。６０万

８，０００円を増額いたしまして、８８２万５，０００円とするものでございます。これは主に

会見の方のグラウンドの管理事業、それから町民体育館の管理事業、東長田山村交流施設の管理

事業としておりますが、それぞれの修繕費でございます。

７ページの方にお返りください。歳入の方を御説明いたします。

まず、１２款分担金及び負担金、１項１目農林水産業費分担金でございます。これはしっかり

守る交付金の事業の分担金ということで、地元負担２０％分を組ませていただいております。補

正額４１万６，０００円で、６６１万２，０００円とするものでございます。

次の１４款の国庫支出金、１項１目民生費国庫負担金でございますが、７３万９，０００円を

増額いたしまして、３億５，６８８万７，０００円とするものでございます。これは補装具の方

の事業に関係する分の２分の１ということでございます。

それから、同様に、次の県支出金でございますが、これも民生費の県負担金として先ほどと同

じように４分の１の負担金ございますので、３６万９，０００円を増額させていただきまして、

１億３，９９０万１，０００円とするものでございます。

次の１５款県支出金、２項１目総務費県補助金でございます。５５０万を増額いたしまして、

６，７３２万７，０００円とするものでございます。これは住宅用太陽光発電システムの方、先

ほど歳出の方で御説明いたしましたが、その分につきまして県の方の補助金があるものでござい

ます。それから、次の鳥取県の移住定住促進交付金でございますが、現在、空き家一括借り上げ

事業を町の方で行っていますが、これに対しても県の方から補助金がつくということになりまし

た関係で計上させてもらっているものでございます。

次の２目の民生費県補助金でございます。４７万１，０００円を減額いたしまして、７，１２

０万７，０００円とするものでございます。主なものといたしまして、わが町支え愛活動支援補

助金、減額の７５万円でございますが、これは先ほど説明いたしましたように、直接に県の方か

ら事業実施団体の方に補助金が行くということで、町の経由しなくなった関係でその分を減額さ

せていただくものでございます。

それから、３目衛生費県補助金でございます。７２万円を増額いたしまして、５，１１１万円
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とするものでございます。主なものといたしまして、鳥取県風疹ワクチン接種の緊急助成補助金

ということで、３７万５，０００円を計上するものでございます。

８ページをおはぐりください。県支出金、２項４目農林水産業費県補助金でございます。１５

７万３，０００円を減額いたしまして、１億７，２２７万７，０００円とするものでございます。

主なものといたしまして、農業費の補助金１９２万５，０００円の減額でございますが、これは

しっかり守る農林基盤交付金、先ほど歳出の方では増額しましたが、これが県の枠が決まってお

りまして、配分の関係で減額になるということでございます。２０７万９，０００円の減額が主

なものでございます。

それから、次の５目教育費県補助金でございますが、１１４万２，０００円を増額いたしまし

て、１，５９８万９，０００円とするものでございます。主なものといたしまして、社会教育費

補助金の中で、家庭教育支援事業補助金、これにつきまして１１４万２，０００円ございます。

これは当初、額の確定はしてませんでしたので、今回額の確定で増額をさせていただくものでご

ざいます。

その次の７目の消防費県補助金でございますが、９９万８，０００円を増額いたしまして、１

９９万８，０００円とするものでございます。これも額の確定によりまして増額させていただく

ものでございます。

それから、１６款財産収入でございます。２項１目不動産売り払い収入でございますが、１，

２７７万円を増額いたしまして、１，２７７万１，０００円とするものでございます。これは天

津運動公園の関係での売り払い収入ということで計上するものでございます。

それから、１７款の寄附金、１項３目教育費寄附金でございます。保健体育費寄附金というこ

とで、県のサッカー協会の方から寄附金いただきまして体育備品整備費の指定寄附金ということ

で、４０万円いただいておるものでございます。

それから、２０款諸収入、５項４目雑入でございます。１，５４３万７，０００円を増額いた

しまして、１億４８０万６，０００円とするものでございます。主なものといたしまして、天津

運動公園の移転補償費、それから国道１８０号改良損失補償金、広域連合からの精算金というも

のが主なものでございます。

あと、２１款町債でございますが、１項４目の衛生費でございます。２，０９０万円を補正い

たしまして、３，６３０万円とするものでございます。これはリサイクルプラザ改良事業という

ことで合併特例債を充てますが、従来は広域行政の方が一括して事業の方で起債とかそういう財

源の手当てをしたりしておったわけでございますけども、各町に分けることで有利な起債が使え
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るということで、今回からそういう手法をとるということになりました。合併特例債を使うこと

によって町の負担額が減るということがメリットとしてございます。

そうしますと、歳入を終わりまして、２０ページの方をお開きください。給与費の明細の方で

ございます。補正前、補正後と、それから比較を書いております。２０ページは特別職でござい

ます。あと、人数的なものにつきましては異動はございません。金額的なものにつきまして、こ

こに上げておりますように、町との関係の共済費、それから、その他特別職での報酬面が変わっ

ております。その他特別職は主に非常勤職員ということでございます。

それから、２１ページの給与費明細書、これをつけておりますが、これは一般職の方でござい

ます。補正前、補正後、それから比較としております。人数といたしまして、当初予算計上時よ

り１名の減ということで、給料額１，９５０万７，０００円、職員手当６１７万１，０００円、

合計２，５６７万８，０００円の減でございますが、この内訳につきましては次ページの２２ペ

ージのところにその内容を書いております。主に先ほど１名減と言いましたが、このほかに退職、

異動に伴う増減というのが大きなものがございまして、他会計への異動の関係というのがござい

ます。その内容につきましては、ここに記載しているとおりでございます。なお、給与のカット

の関係でも影響がございまして、その影響分につきましては、ここに９８１万３，０００円の減

としておりますが、４級から６級が３．５％、１級から３級が３％のカットをしているところで

ございます。

それから、最後の２３ページでございますが、地方債の前々年度末における現在高並びに前年

度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書でございます。今回の関係で、今年度

中の起債発行見込み額が８億４８０万となりまして、当該年度中の償還見込み額を差し引きます

と、当該年度、今年度末の見込み額は７４億５６４万８，０００円と見込んでいるところでござ

います。

以上で説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○議長（青砥日出夫君） 議案第７５号、平成２５年度南部町公共下水道事業特別会計補正予算

（第２号）。

上下水道課長、谷田英之君。

○上下水道課長（谷田 英之君） 上下水道課長でございます。

議案第７５号

平成２５年度南部町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）
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平成２５年度南部町の公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによ

る。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２，３８１千円を減額し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ１８３，６２２千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

平成２５年９月 ６日 南 部 町 長 坂 本 昭 文

平成２５年９月 日 決 南部町議会議長 青 砥 日出夫

４ページをお開きください。歳出から御説明いたします。３、歳出。総務費、目は一般管理費

でございます。補正額△３３８万１，０００円の減で、１，０３０万９，０００円になります。

これは職員の異動による減でございます。

続いて、２の維持管理費でございます。補正額１００万円。計で２，９４５万５，０００円で

ございます。これは１８０号線バイパスによる水路工事があり、それの補償費が変更により１０

０万円増額したものでございます。

合わせまして計で歳出は、総務費は補正がマイナスの２３８万１，０００円、計で６，７９２

万８，０００円でございます。

上の２番の歳入でございます。３の繰入金の目の１、これにより一般会計繰入金の減で、補正

額が２８８万１，０００円、計で７，６３２万２，０００円ということになりました。

次に、款、諸収入でございます。１の雑入でプラス５０万の補正で、計で２５４万１，０００

円。これは１８０号線の水路工事の補償工事１００万円ありまして、その半額の５０万円が県よ

りの補償金になりますので、これをプラスに入れております。

説明は終わります。御審議のほど、よろしくお願いします。

○議長（青砥日出夫君） 議案第７６号、平成２５年度南部町太陽光発電事業特別会計補正予算

（第２号）。

企画課長、矢吹隆君。

○企画政策課長（矢吹 隆君） 企画課長でございます。
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議案第７６号

平成２５年度南部町太陽光発電事業特別会計補正予算（第２号）

平成２５年度南部町の太陽光発電事業特別会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところに

よる。

（歳出予算の補正）

第１条 歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳出予算補正」に

よる。

平成２５年９月 ６日 南 部 町 長 坂 本 昭 文

平成２５年９月 日 決 南部町議会議長 青 砥 日出夫

資料の３ページをお開きください。歳出補正予算事項別明細書でございます。このたびは歳入

の方には変更はございませんので、歳出の御説明をさせていただきます。

総括表の１款の総務費でございますが、１２万１，０００円の増額補正をさせていただきまし

て、合計５億９，３９４万７，０００円になるものでございます。これは鶴田のメガソーラーの

公募債の発行をするに当たりまして、ＰＲ用のポスターですとかチラシ、これを印刷するもので

ございます。

それから、２款の公債費でございます。これは５０万円減額するものでございますが、公募債

の償還金利子、これは公募債の発行時期が来年の１月を予定しておりますところですから、その

利子の払い、これが２６年度になるということでございまして、今年度分については減額をさせ

ていただくものでございます。

３款の予備費でございまして、その相差の３７万９，０００円を補正をいたしまして、合計４

５万３，０００円に補正するものでございます。

説明は以上でございます。よろしく御審議のほど、お願いいたします。

○議長（青砥日出夫君） 議案第７７号、平成２５年度南部町病院事業会計補正予算（第１号）。

病院事業管理者、吉原賢郎君。

○病院事業管理者（吉原 賢郎君） 病院事業管理者でございます。議案第７７号、平成２５年度

南部町の病院事業会計補正予算（第１号）について御説明させていただきます。

第１条、平成２５年度南部町の病院事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

第２条、予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予算額を次のとおり補正する。（資本的収
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入額が資本的支出額に対して不足する額２億８７万４，０００円は過年度分損益留保勘定資金を

もって補てんするものとする。）

まず、収入は、資本的収入の方でございますが、第２項企業債について２，２８０万円増額し、

３億６，２２４万１，０００円とするものです。

支出の方でございますが、資本的支出、第１項建設改良費について、２，２９１万６，０００

円を増額し、５億６，３１１万５，０００円とするものです。

次に、２ページをごらんください。企業債の補正。第３条、予算第５条で定めた起債の限度額

を次のとおり補正する。これは医療機器等の整備を目的とする起債について、限度額が補正前２

億７，７８０万円であったものを２，２８０万円増額し、補正後の限度額を３億６０万円とする

ものでございます。なお、起債の方法、利率、償還の方法については変更ございません。

続きまして、４ページ、平成２５年度南部町病院事業会計補正予算（第１号）実施計画でござ

います。先ほど御説明いたしました収入の補正額２，２８０万円は、第２項の企業債からの受け

入れでございます。

支出の方でございますが、補正額２，２９１万６，０００円で、第１項建設改良費の増額でご

ざいます。

詳細は８ページをごらんください。建設改良費、１、固定資産購入費として１９２万２，００

０円。これは説明欄にＤＩＣＯＭ変換装置としておりますが、内視鏡検査の画像を変換する装置

の購入費でございます。

２、病院改築事業費として２，０９９万４，０００円。これは電子カルテ用サーバーの電源及

びサーバー室の空調設備増設工事のため必要となったものです。

以上でございます。よろしく御審議のほど、お願いいたします。

○議長（青砥日出夫君） 本日の会議時間は、議事の都合によりあらかじめ時間を延長しておきま

す。

提案説明が終わりました。

これより議案に対する質疑に入ります。

質疑は、会議規則５４条にもあるとおり、疑問点のみについて簡明に行ってください。個別質

疑につきましては、予算決算常任委員会で行うこととなっておりますので、総括的な質疑をお願

いをしておきます。

議案第５７号、平成２４年度南部町一般会計歳入歳出決算の認定について。

５番、植田均君。
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○議員（５番 植田 均君） この２４年度決算資料という大きな資料でお尋ねしますが、基金

のまとめたところがありました。８ページの特別会計の国民健康保険基金の２４年度末の基金残

高が５，５００万余りです。それで、私がお聞きしたいのは２５年度積立額見込みと、取り崩し

予定額と、２５年度末見込み額というところがわざわざ記載してありまして、これが現状の実態

とは違うのではないかと思いますが、こういう記載をされた理由がどういうことなのかというこ

とをお尋ねいたします。

○議長（青砥日出夫君） 総務課長、加藤晃君。

○総務課長（加藤 晃君） 総務課長でございます。ここにつきましては、予算額を入れている

と思っております。５万円につきましては基金の利息の関係で予算が組んであったと思いますし、

１，０００円については崩す関係で、項目予算の関係で１，０００円つけているということで、

予算額をここに入れさせていただいているところでございます。以上です。

○議長（青砥日出夫君） ５番、植田均君。

○議員（５番 植田 均君） ２５年度の予算も当初が、６月で国民健康保険のきちんとした会

計がスタートしているわけですから、もうこの議会に出す資料としては２５年度の当初というの

はちょっとまずいのではないかと思いますが、こういう記載は改めるべきではないでしょうか。

○議長（青砥日出夫君） 総務課長、加藤晃君。

○総務課長（加藤 晃君） 総務課長でございます。これは決算書でございますが、金額は、２

５年度の積立額はまだ決まっておりません。２５年度が終わらないと利息の計算ができませんの

でわからないことでございますし、当然、取り崩し予定につきましても今年度の会計の中で今後

また、多分補正が出てくるとは思いますけども、現在時点で確定しているものはございませんの

で、ここはこういう書き方をさせていただくしかないと思っております。以上です。

○議長（青砥日出夫君） ほか、質疑ありませんか。

１３番、真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） ４点あります。まず、１点目、地方交付税についてです。地方交

付税では、平成２４年度の決算資料、Ａ３判の１０ページに執行部の方から、地方交付税のこれ

までの推移等について資料を出してくれております。今回、ここに書いてあるように算定がえで

は１０年間、今後、よく言われるのは交付税が減ってくるのでということを言っているわけです

よね。見通しといっても今までの激変緩和措置を講じた数値しか教えてくださらないと思うんで

すけども、私はここで特別交付税の問題ですね。平成２４年度には５億４，８４８万４，０００

円が交付されたと書いてあります。よく聞くのは、特別交付税は何が来るかよくわからない。こ
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ういうふうにおっしゃるんですけれども、前回までの議会の中では、例えば地域振興協議会に出

している交付金の中の集落支援費は、全額特交で出ていたというようなこととかがあるわけです

よね。少なくともこれは予想ではなくて平成２４年度の決算ですから、この５億４，８４８万４，

０００円というのは、一体どのような基準で出されているのかと。これ、わからへんかったら組

めないと思うんですね。これを出せる範囲で出していただきたいという点についてどうか。それ

と同時に、町長は、今後交付税の減額が予想されるので非常に厳しい運営になってくると思うと。

そのことが住民負担増につながることを非常に懸念するわけです。そういう意味でいえば、これ

まで１０年間の推移を見てきまして、町長が今後続く激変緩和措置等について、どのような町政

でいこうとしているのかということをお聞きしておきたいと思います。

それから、２点目は、今回、平成２４年度の決算を見ておりますと、保育園の民営化の問題が

起こっています。特に保育園を民営化することによって１億８，５２４万でしたか、これが民営

化されたところに出されているわけです。決算を審査する側とすれば、これが本当に今までの直

営でしたのと民営化によってどのような効果があったのか、町の言う。そこを出していただきた

い。少なくとも今回の予算が初めてではないでしょうか、そういう点からいえば、それについて、

もし後で委員会等で出せるならそれでも結構ですが、それを出していただきたいということです。

３つ目は、緑水園の問題です。今回、この２４年度の予算では株式会社になりました。住民か

らよく聞かれることは、これまで地域振興会から株式会社になって、どのように町との関係にな

るのかというようなことをよく聞かれるわけですね。先ほども報告がありましたが、今回、緑水

園の決算も出ているんですけれども、先ほどの法人からの状況の話では、中で４４４万でしたか、

赤字が出ているわけですね。それで、地方自治法の定義による法人が報告するという、いわゆる

町が出資している法人については、ここで決算等を報告するということは、町長、これ明らかに

しとっていただきたいのは、少なくともここの運営状況によっては最終的には住民負担になって

くるからきっちりと法人の報告をしている。ということになれば、緑水園は株式会社になっても

その責任は町にあるのだと。このことが住民にはよくわからないと言われているんですが、その

点についてどうでしょうか。いわゆる緑水園が赤字出たら町がかぶるんですよ、そういうふうに

言っていいのかという点ですね。それと、ちなみに今回４４４万は、決算で出ていてよくわから

ないんですけども、平成２４年度の赤字分はどのように処理なされたんでしょうかということを

お聞きしておきます。

それと、４点目、これは今回２４年度の決算ですが、その中で前回の臨時議会でありましたゆ

うらくの土地問題です。それで、平成２４年度の決算の最後の方についている財産に関する調書
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のところを見てみましたら、普通財産として減額の１万４，５９３平米ですね、単位は、こうい

うふうになっているわけですよ。ちなみに２３年度を見た場合は、２３年度は１万４，４３１平

米の行政財産が普通財産に変わりましたよという項目あるんですね。ここでお聞きしておかない

といけないと思うのは、平成２３年の決算というのは、平成２４年の９月に出てたときにこうい

うふうに書いてあるのに、この時点で２筆落ちていたということは知っていたわけですよね。ど

うしてそのときに言わなかったんですか、率直な疑問です。これはどうして聞くかというと、２

筆が間違っていたことに対して議会がどうであったのかということも、厳しくこの間説明会で問

われたわけなんですよ。ということになれば、事務的な手続として気のつくところがあったのに、

どうしてこの場合、このまま知らん顔しておったのかということについての説明を求めます。以

上です。

○議長（青砥日出夫君） 総務課長、加藤晃君。

○総務課長（加藤 晃君） 総務課長でございます。特別交付税の関係で御質問をいただきまし

た。特別交付税の関係でルール分と、あと特別財政需要で上げたものというのがあるとは思うん

ですけども、ルール分については額が確定したもので来るわけでございますが、特別財政需要で

上がったものについてはうちが上げたものの中から、その合計の中から配分されるということで

すので、何に幾ら充たっているかがわからないということになります。ルール分で大きなものと

いいますと病院の関係、精神病棟の関係、病床数の関係で、例えば１億３，４５５万とか、町民

生活保護の関係で、７，９００……（発言する者あり）この表ですか、これは議長の方に照会し

てやってください。特別財政需要の方で大きなもので上げているのは、保育の負担軽減とか、公

益法人の組織変更、あるいはゆうらくの整備事業、それから公設民営保育園の運営事業という格

好で、この中の一般財源部分というのを上げているわけでございます。これにつきましては、こ

の中で幾らが算定されたということはわからないということでございます。

それから、財産の関係の調書のところでございますが、面積、昨年時点でわかってるんじゃな

いかということでございますけども、この前の臨時会のときにもお話ししましたように、この分

につきましては今回の整理の中に承知した関係でございまして、法的にはそのあった面積そのも

ので普通財産の方を考えておりましたので、このまま計上させていただいたと。今回については、

８月の方でさせていただいておりますので、正しいもので書かせていただいているということで

ございますので、御了解いただきたいと思います。以上です。

○議長（青砥日出夫君） 産業課長、仲田憲史君。

○産業課長（仲田 憲史君） 産業課長でございます。緑水園が株式会社になって、町とはどのよ
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うな関係かということでございますが、町は緑水園の株主ということでございますので、緑水園

と町との関係は株主とその株の株式会社と、そういうような関係であると認識をいたしておりま

す。

それと、報告ということでございますが、一般財団法人並びに株式会社になりましても、議会

の方にその決算については報告をするという規定がありますので、今後についても、株式会社に

なりましても法人の報告の方はするということになると思っております。

それから、２４年度の赤字処理ということでございますが、これにつきましては現在残余財産

の確定の作業をしていただいております。その残余財産部分での赤字について、その中で調整を

されるというふうに認識をしております。以上でございます。

○議長（青砥日出夫君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 町長でございます。今後、どのような財政を考えておるのかと、交付税

の削減についてお尋ねでございますが、大体、１０年間は西伯町や会見町がそのまま存続したも

のと前提にいたしまして、それを加えて交付税の交付を受けると。それから、そこから５年かけ

て徐々に一本算定、南部町に向けての一本算定になるということで、５年間かけて激変緩和措置

をかけて、都合１５年で南部町一本算定に移っていくということです。大体、試算をするように

なっているわけです、交付税申請するときに。別々でやった場合と一本でやった場合の試算をす

るようになっております。大体、私の見込みで５億円、一本算定になれば今よりも交付税が減る

ということになるわけであります。

お手元の決算資料ですね、いい資料をつくっていただいたわけでございます。これの１２ペー

ジをちょっとおはぐりいただきたいと思います。そこの１２ページの一番下の表でございますが、

黒っぽい棒グラフが起債の残高でございます。それから、下のチェックの入っておりますこれが

基金の残高、それから、その上に乗っております網かけの部分が算入交付税の額ということで説

明をいたしました。見ていただきますと、まず起債の残高、黒い棒グラフが徐々に右肩下がりに

なっております。これは繰り上げ償還をしたり、いろいろして起債の残高が減っておると。それ

から、新しく発行するものもできるだけ抑えてやっておるということでございます。それから、

基金でございます。下の四角のものでございますが、基金は平成１９年度１６億５，４００万、

これが２４年度で３３億８，３００万ということで、基金は徐々に積み増しをしてきておるとい

うことでございます。そして、算入交付税というのが、いわゆる後で面倒見るので町の方で借り

ておけという、国の面倒を見ていただくものでございますけれども、これがここに５１億６，８

００万となっておりまして、結局、２４年度末で７４億２，６００万の起債があって、基金と、
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それから、国が面倒を見ますよというものを足しますと、そこに明らかに差がついてきているわ

けです。結局、こういうことをできるだけ早急にやって、影響を緩和するように取り組んでいか

ないといけないのではないかというぐあいに考えております。それが１点目の財政運営に対する

考え方であります。

それから、２点目でございますけれども、行財政改革のさらなる継続ということでございます。

これは永遠の課題でございまして、ややもするとマンネリ化をする可能性があるわけであります。

いつも言っておりますとマンネリに陥りやすいわけでありまして、このたびも審議会の委員さん、

メンバーを入れかえて新たなまた気持ちで、行財政改革を進めていこうというような取り組みも

進めていきたいと思っております。

それと、３点目でございますけれども、今、社会保障と税の一体改革でいろいろ、消費税の増

税ということについて議論がなされております。そのような国家を挙げてこの財政危機に対応す

るというようなことが一方であるわけでございますから、そういうことにも新たな財源に期待を

したいと、このように考えております。

大ざっぱな話ですけれどもそういうことを考えながら、できるだけ町民の皆様に直接的な影響

が及ばないような財政運営をしていかんといけんなということで考えておるところでございます。

○議長（青砥日出夫君） 保育園の民営化の差額というのは出んな、すぐは。先ほど真壁議員の方

から民営化にしたのと町でやるのとでの差額がどうなのかという話がありました。すぐ出ないと

思いますので、それについては宿題にしていただきたいと思います。

真壁議員。

○議員（13番 真壁 容子君） １つ目の地方交付税について、今後、交付税が削減される中で町

長がどのように考えているか。恐らく一本算定されたら５億近く減ってくるのではないか。そう

いう中で、行財政改革やほかの財源を当てにしたい。こういうふうに言ったんですけれども、今、

町長の聞いたことを聞いて、また一般質問等で今度私たちも意見交換をしたいと思うのですが、

一つは、少なくとも今基金が残ってきたり、町財政の分析なんかも比較的良好な方に向いている

のではないかというふうに、私もそんなふうに指標を見て思いました。これは町の職員や町長が

何とかしたいという努力もあったと思うのですが、その中では住民が結構な、財政困難で、いわ

ゆる公費を削減の中で住民が結構な負担をしながらもこういうふうな町財政に協力しているとい

う、町長、そういう感覚持っておられますか。これは一般会計なんですけれども、国保や水道会

計、公共料金が上がってくる中で前にもまして年金等減る中で住民が大変だというときに、今、

今後、地方財政も減ってくるんだけれども、この財政の健全化は誰のためにするのかといえば、
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町長、最後におっしゃったように直接町民に影響及ばないように。できれば町民への公共料金を

少なくしていくために、今ある財源をどう使っていこうかとか、そのような立場に立ってほしい

と思うが、その点についてどう考えているかということをお聞きするのが１つ。

それと、もう一つの特別交付税は、ルール分は出せるけれどもほかのはわからないとおっしゃ

いましたが、特別交付税で地域振興協議会の分ははっきりと特別交付税出るとおっしゃいました

よ。あなた方の言っていることは、ルール分は出るけどほかのもん出ないということになったら、

特別交付税で集落支援員が出ているお金も、全額来てるということはっきりと言えないというこ

とになっちゃいますよね。だから、言っているのは、あなた方がこの５億何ぼで出ている金額は、

何と何と何だというふうに考えているということで結構ですから、それを出していただきたい。

議長、よろしくお願いいたします。それが出せれるのかということですね。

それと、町長、先ほど産業課の課長には緑水園についての考え方を聞きました。これは以前に

もお聞きしてきたことです。今、町長にお聞きしているのは、緑水園が赤字になったときには、

以前と同じですよね、これは町が責任を持つのだと。課長、そういうことを言っているわけです

よね。はっきりとそういうことを言っておかなければ、住民から見れば今後どうなるのかという

問題があるんですよね。そういう点から見たら、今回の４４４万は赤字出ているけれども、何と

か赤字にならないように自分たちの方で努力しろと、今言っている段階だというふうに理解して

いいんですか。そのことについてお聞きをいたします。

特別交付税の先ほどの中身について、決算ですから出ないのはおかしいと思いますので、それ

を出していただきたいと思いますが、どうでしょうか。

○議長（青砥日出夫君） 総務課長、加藤晃君。

○総務課長（加藤 晃君） 総務課長でございます。資料的に出せるものは出したいと思います

ので、先ほど集落支援の関係ありましたが、ルール分でこれは見てありまして、２４年度で３，

１１７万５，０００円ありますので、ルール分は確定したもので出せると思います。あと、先ほ

ど申されましたように、特別の財政需要の分はこちらの方が出したということですので、それに

ついてどれだけということはわかりませんので、その出したということを金額はお示しできると

思っております。以上です。

○議長（青砥日出夫君） 産業課長、仲田憲史君。

○産業課長（仲田 憲史君） 産業課長でございます。誤解があってはなりませんので、もう一度

私の方でお話の方をさせていただきます。財団法人の南部町地域振興会の決算の報告をしまして、

４４０何がしかの赤字が出ているということを御報告させていただきました。これについては町
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の方がそれを補填するというものではございません。あくまでも財団法人の決算の中で処理をし

ていただくというものでございます。先ほど申し上げましたように、今、清算決議を行っていた

だいています。残余財産が幾らあるかということの最終的な金額の確定をしていただいておりま

す。その中で、これが決算をされていくというふうに認識をいたしております。以上でございま

す。

○議長（青砥日出夫君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 町長でございます。住民が御協力をいただいて、この財政健全化の成果

も上がっておるということでございます。そういう認識を私も持っておるわけでございます。成

果が上がったので住民負担を安くする考えはないかということでございますけれども、それぞれ

の事業などの取り組みにおいて、十分ではないにせよ、町政の遂行の中で、住民への還元という

ものは十分ではなくても相当程度されておると。いわゆる負担した税と、それから受けるサービ

スは決算の内容を見ていただければよくわかるのではないかと思っております。（サイレン吹

鳴）住民負担を安くする考えはないかということですが、極端にその他の自治体などよりも南部

町の皆さんの負担が多いというようなことについては、これは十分検討していく必要があると、

このように考えております。

それから、特交をちょっと誤解しておられるのではないかというように思います。ルール分と

いうのは、いわゆる交付税法の中に列記してある項目があります。このものについては間違いな

く来ております。これがルールでありますので、来ていると。そのほかにあれもした、これもし

た、書いてないものについて総務課の方、財政の方で列記をして出すわけです。そうしますと、

それについて幾らかはっきりわからない、ルールにはない、はっきりわからない金額がぽんと来

るという意味であります。そういうことでございますので、はっきりこれは何ぼだということは

言えないということです。集落支援員のものはもうルール化されております。したがって、それ

はきちんとしているわけです。

それから、もう１点、緑水園の赤字、町が責任を持つかということですけど、さっき言ったの

は財団法人の赤字であります。財団法人の赤字は、それまでの黒字もありますから、そこで精算

しますと差し引き黒字になります。終わりです、黒字で終わる。それから、今度は株式会社の決

算については、これは株式会社の方で責任を持っていただかんといけんということであります。

町が責任を持つために、その報告をさせるのかということでしたけれども、それは株主でありま

すから、町が。町が株主ですから、町に報告をしていただくというぐあいに私は理解しておりま

す。運営において赤字が走ったということについては、町は出資した額の範囲内で責任を負うと
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いうことになろうと思っております。

○議長（青砥日出夫君） １２番、亀尾共三君。

○議員（12番 亀尾 共三君） 亀尾でございます、１２番。２点ちょっとお聞きするんですので、

よろしくお願いします。この分厚い分ですね、これの５５と５６ページに記載がされているとこ

ろでまずお聞きします。

選挙のことなんです。町長⋞町議選挙、それから、衆議院の選挙費が載っておりますね。私、

その中で、報酬だとか職員手当、報償費、需用費、役務費、委託料、載っていますね。私は、こ

の中で１点だけお聞きしたいのはなぜかというと、町の公民館的な施設ですね、公民館のそこの

法勝寺はさいはく分館ですか、それから天津の交流センター、ここは地域振興協議会に指定管理

がされていますね。以前、実は議会と、それから７つの振興協議会の会長、副会長と意見交換と

いうんですか、懇談やったんです。そのときに、いわゆる指定管理を受けておって……。

○議長（青砥日出夫君） 端的にお願いします。

○議員（12番 亀尾 共三君） 借り上げ料の収入ともらった分、そして、光熱水費もそれは地域

振興協議会の中で賄わんといけんということで、天津なんかはやればやるほど、利用がふえれば

ふえるほど赤字になって困ると。それはなぜかというと、指定されているところは使用料はもら

わないということになっているんで、そこが使われると赤字がふえるというんです。

そこで聞くんですけども、選挙で投票所になってましたね、さいはく分館。それから天津の交

流センター、ここで会場借り上げ料か、借料というんですか、それが出てるのかどうなのか。も

し、出てないなら、当然、これは選挙費用の中から払うべきだと思うんだが、どうなのかという

ことが１点。

それから、資料が飛ぶんで申しわけないんだけれども、この事業報告書の中の２２８ページに

載っているんですけども、生活相談員設置事業、これ宮前隣保館が載っているんです。それを私、

見ると、この中でどういうことを事業内容にされているか見ますと、生活⋞福祉⋞教育⋞健康⋞

就労⋞人権⋞独居高齢社宅の訪問等となっているんです。これは、ここの町内全般にこういう事

業をやるべきだと思うんです。今、生活困窮に本当に大変な状況なんです。私、一般質問でやる

んですけども、指定をするのは、町全体に取り組んだらどうかということの考えはないかという

こと。

それから、もう１点、追加です。それと、実は以前、議会の方へ町の情報公開をやってくださ

いという陳情が出ておりました。これはどういうことかといいますと、ＳＡＮチャンネルで報道

されていますね。これを私が見ますと、これが上がっているのが、ここにも書いてあるんですけ
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ども、町の政治意識を高めたいということで上がっているんですよ。私は、今のこの議会の報道

について、やはり日南町なんかでは全ての委員会なんかも放映しているんですよ。財政的なこと

があるというような理由でＳＡＮチャンネルの方からも上がったんですが、私は、やはりそれを

主体にしてやるべきだと言うんですが、町長、これをやはりやることが町民の政治意識を高める

ことであり、生活に直結してることですからやるべきだと思うんですが、どうなんでしょうか。

この３点をお聞きします。

○議長（青砥日出夫君） 総務課長、加藤晃君。

○総務課長（加藤 晃君） 総務課長でございます。現在、指定管理しているところに借り上げ

料を出してるかということでございますが、出しておりません。そういう考えもなかったんです

けども、これは今の中で公のために使う格好の中で今まで支払っておりませんので、従来からの

格好でそういう格好としております。払っておりません。

○議長（青砥日出夫君） 町長、坂本昭文君。

○町長（坂本 昭文君） 町長でございます。生活相談員の関係ですけど、これは生活保護の関係

で通告をいただいておりますな、そこでお答えさせてください。

それから、ＳＡＮチャンネルについてですけれども、これは私ども、いわゆる執行部がこれを

直営でやれば、恣意的な放映をやっておるというような誤解を受けてはならないというようなこ

とから切り離したわけです。報道の自由というようなことがあるというように考えまして。ＮＰ

Ｏ法人をつくっていただいて、そこで運営をしていただいておるということでございます。これ

はしたがいまして、ＮＰＯ法人などの契約内容というようなことにもなるかもわかりません。私

は、どうのこうのということをすぐお答え言って、それが実現できるようなことではないと思い

ます。それは議会の御意見もあると思います。それから、運営しておりますＳＡＮチャンネルそ

のものの考え方もあるだろうというように思うわけでして、そういうところの御判断にある程度

委ねたいというように思います。政治意識を高めるということは結構なことですけれども、この

議会の放映ばっかりが政治意識を高めるということではないだろうというように思っております。

いろんな手法で政治意識を高めていくべきではないかというように思います。

○議長（青砥日出夫君） １２番、亀尾共三君。

○議員（12番 亀尾 共三君） 先ほどの借り上げのことなんですけど、総務課長から答弁もらっ

て、出しておられないということははっきりしました。今後、実際あれなんですよ、利用がふえ

ればふえるほど採算に合わんというんですか、手出しになるということなんで、どうでしょう、

選挙の１日分ぐらいは当然出すべきじゃないですかと思うんですが……。
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○議長（青砥日出夫君） 質問に終始してください。

○議員（12番 亀尾 共三君） だから、今後は出す考えがあるのかないのか、そのこと。

○議長（青砥日出夫君） 質問ではない……。

○議員（12番 亀尾 共三君） それから、先ほど町長の答弁でＳＡＮチャンネルの議会の放映の

ことなんですが、これは全てを委ねるということじゃなくて交渉する、そういう考えがあるのか

どうなのか、この点を再度お聞きします。

○議長（青砥日出夫君） 最初の分は質問ではございませんので、ここで結論が出る問題ではない

と思います。だから、答える必要がない。

○議員（12番 亀尾 共三君） 何のために質疑する。時間の無駄。

○議長（青砥日出夫君） 総務課長、加藤晃君。

○総務課長（加藤 晃君） 先ほど亀尾議員さんからの今後払うかどうかという話なんでござい

ますが、ちょっと今、長尾専門員の方からも聞いたところなんですけども、最初の算定の中に過

去３年の実績の中からやっているということもございますので、費用をはじくときにですね。ま

たその中にも入っている中でございますし、今のところはそういう選挙のときだけに限って出す

という考えは持っておりません。以上です。

○議長（青砥日出夫君） 議案第５８号、平成２４年度南部町国民健康保険事業特別会計歳入歳出

決算の認定について。

５番、植田均君。

○議員（５番 植田 均君） 決算書の１０８ページ、税の収入済み額と、不納欠損と、収入未

済額と、調定額から見て収入未済額というのが高い率になっていると思いますが、最初の報告で

徴収率を９３．３％というふうに聞いたと思いますが、これを現年分と過年度分と合わせたもの

というふうに聞いたように思いますが、その点、確認したいと思いますが、いかがでしょうか。

○議長（青砥日出夫君） 植田議員、もうちょっとマイクに近づいて言ってください。

町民生活課長、仲田磨理子君。

○町民生活課長（仲田磨理子君） 町民生活課長でございます。説明の中では、収入済み額が現年

度分と滞納繰り越し分を合わせました金額で、収納率につきましては現年度分だけの収納率でご

ざいます。

○議長（青砥日出夫君） 議案第５９号、平成２４年度南部町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算の認定について、質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○議長（青砥日出夫君） 議案第６０号、平成２４年度南部町介護サービス事業特別会計歳入歳出

決算の認定について、質疑ありませんか。

５番、植田均君。マイク。

○議員（５番 植田 均君） 済みません。２４年度南部町介護サービス事業特別会計の決算で

すけれども、ちょっとそのページを今めくることができませんけれども、歳入として１億７，０

００万円の歳入を一般会計からこの特別会計に繰り入れたという決算だったと思いますけれども、

この２４年度決算で、この前の議会説明会で住民から疑問の声がたくさん出されたんですけれど

も、なぜ執行部、町長は知っていて、この前の議会まで延ばしたのかということが大きな疑問と

して出されたんですよ。私、その点をいま一度明確にお答えいただきたいと思います。

○議長（青砥日出夫君） 何だそりゃ。（発言する者あり）いや、次、進んでください。

次、進みます。

議案第６０号。

１３番、真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） ６０号では、１億７，０００万のお金が入っていたんですけども、

これ、私、ちょっとよくわからないんですけれども、寄附金と土地代がありましたよね。寄附金

と土地代を全てこの介護サービスに入れなかったという理由は何なんですか。この介護サービス

の会計で一番おかしいなと思うのは、お金を全部返しますよと言ったんだけども、入れなかった

理由は何でしたか。それと、今もここに１億幾らが残っていますよね。それは２４年度決算だか

らか。そこに寄附金と土地代を入れなかった理由です。

○議長（青砥日出夫君） 健康福祉課長、伊藤真君。

○健康福祉課長（伊藤 真君） 健康福祉課長です。土地代については普通財産として総務課の

方が売却したという格好になって、一般会計で受け入れたということでございます。それで、繰

り上げ償還の財源として、一般会計の方からこの特別会計の方へ繰り出すという手続をとりまし

た。また、その寄附金についても一般寄附金ですので、一般会計の方で受けさせていただいたと

いうことでございます。以上です。

○議長（青砥日出夫君） １３番、真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） ごめんなさい、無駄に時間使う気ないんですけども、私が言って

いるのは、これで全部を返すと言っているんだから、普通の感覚でしたら特別介護サービスに全

部入れておいていいのに、どうして入れないのかって聞いているんですよ。寄附金とか入れるん

じゃなくて、どうしてそういうふうに処理しなかったのか。
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○議長（青砥日出夫君） 総務課長、加藤晃君。

○総務課長（加藤 晃君） 総務課長でございます。１億８，０００万につきましては２３年度

にもらっているわけでございますけども、これについてはそのときに繰り上げ償還の予定がござ

いませんでしたから、とりあえず減債基金の方に積み立ててあるということでございます。現在、

１億７，０００万の方で起債償還の関係の必要な分がわからないわけでございますので、現時点

で１億８，０００万そこに繰り入れる必要がないということで、減債基金の中にあるということ

でございます。必要があればそこから出してするということでございます。以上です。

○議長（青砥日出夫君） 議案第６１号、平成２４年度南部町住宅資金貸付事業特別会計歳入歳出

決算の認定について、ありませんか。

〔質疑なし〕

○議長（青砥日出夫君） 議案第６２号、平成２４年度南部町建設残土処分事業特別会計歳入歳出

決算の認定について、質疑ありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（青砥日出夫君） 議案第６３号、平成２４年度南部町墓苑事業特別会計歳入歳出決算の認

定について、質疑ありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（青砥日出夫君） 議案第６４号、平成２４年度南部町農業集落排水事業特別会計歳入歳出

決算の認定について、質疑ありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（青砥日出夫君） 議案第６５号、平成２４年度南部町浄化槽整備事業特別会計歳入歳出決

算の認定について、質疑ありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（青砥日出夫君） 議案第６６号、平成２４年度南部町公共下水道事業特別会計歳入歳出決

算の認定について、質疑ありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（青砥日出夫君） 議案第６７号、平成２４年度南部町水道事業会計歳入歳出決算の認定に

ついて、質疑ありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（青砥日出夫君） 議案第６８号、平成２４年度南部町病院事業会計歳入歳出決算の認定に

ついて、質疑ありますか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（青砥日出夫君） 議案第６９号、平成２４年度南部町在宅生活支援事業会計歳入歳出決算

の認定について、質疑ありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（青砥日出夫君） 議案第７０号、南部町行財政運営審議会条例の一部改正について、質疑

ありますか。

５番、植田均君。

○議員（５番 植田 均君） この南部町の財政運営審議会条例の一部改正ですけれども、先ほ

ど一般会計の決算にかかわって、町長はこの行財政運営を新しく考える、そういう審議会なんだ

という位置づけを示されたと思いますけれども、町長が全員指名するというあり方というのはち

ょっと、いいんでしょうかねという疑問も持つんですよ。お手挙げもあっていいのではないか、

そういう幅広い意見を求めていく姿勢が必要ではないかと思うんですが、いかがでしょうか。

○議長（青砥日出夫君） 総務課長、加藤晃君。

○総務課長（加藤 晃君） 総務課長でございます。そういう趣旨から、今回一般公募の方をふ

やすということで、今回の条例改正をお願いしているものでございますので、よろしくお願いい

たします。

○議長（青砥日出夫君） 議案第７１号、南部町税条例の一部改正について。

５番、植田均君。

○議員（５番 植田 均君） 今回の南部町の税条例の中身を見ますと、１つには、南部町の単

独の部分と、それから４７条の２から始まる部分では、地方税法にかかわるという関係という説

明だったと思います。それで、町の単独で３７条の７でしたか、そこは県の条例に合わせたとい

う説明だったと思いますけれども、その説明がちょっと、委員会で聞くべき中身かもしれません

けども……。

○議長（青砥日出夫君） そうしてください。

○議員（５番 植田 均君） 少しさわりの部分でもよろしくお願いします。

○議長（青砥日出夫君） 税務課長、畠稔明君。

○税務課長（畠 稔明君） 税務課長でございます。さわりの部分だけをちょっとお話しさせて

いただきます。ことしの２月、県の定例の県議会がございまして、今まで所得税だけで税額控除

の対象となっていたものというものが県の方が対象範囲を広げて、それに伴いまして、いわゆる

住民税ということで町民税、県民税を合わせて町県民税ということで徴収しております。その関
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係で、県の方だけが指定して町の方が指定しないということになれば、納税者の方に不利益があ

るのではないかということで納税者の方に利益があるようにということで、県と同じように対象

範囲を広げたわけでございます。以上でございます。

○議長（青砥日出夫君） 議案第７２号、南部町国民健康保険税条例の一部改正について。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（青砥日出夫君） ここで、地方自治法第１１７条の規定により、議長が除斥の対象となり

ますので……（発言する者あり）言っておりますので、暫時休憩いたします。

午後５時２５分休憩

午後５時２６分再開

○副議長（景山 浩君） 再開いたします。議長と交代いたしました副議長の景山であります。

日程第２６、議案第７３号、公の施設の指定管理者の指定について、質疑はありませんでしょ

うか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○副議長（景山 浩君） 青砥議長の入場を許可します。

議長交代のため、暫時休憩します。

午後５時２６分休憩

午後５時２６分再開

○議長（青砥日出夫君） 再開いたします。

議案第７４号、平成２５年度南部町一般会計補正予算（第３号）、質疑ありますか。

５番、植田均君。

○議員（５番 植田 均君） 補正予算説明資料の３２ページです。私が聞きたいのは、しっか

り守る農林基盤整備事業というので、これは県の交付金ですけれども、今回の補正では２０７万

９，０００円が減額補正となっておりました。これがなぜ減るのかという理屈がわからないんで

す。それをあわせて一般財源も減っておりますが、この辺のからくりを教えていただきたいと思

います。

○議長（青砥日出夫君） 植田議員、今回あれですけども、個別質疑ですからね、それは。もう絶

対委員会ですよ、大体。

建設課長、頼田泰史君。
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○建設課長（頼田 泰史君） 建設課長でございます。これは、ここに補助率は幾ら幾らと書いて

ございますけども、非常に、言ってみれば人気のある事業でございまして、たくさんの御要望が

どうも各町から上がっているようでございまして、県の方はそういう意味で少し補助率を下げた

格好で各町に補助を出すという格好にして苦労しておられるようでございます。そういう結果で

少し補助金が減ったという格好でございますので、御理解をよろしくお願いいたします。

○議長（青砥日出夫君） 議案第７５号、平成２５年度南部町公共下水道事業特別会計補正予算

（第２号）、質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（青砥日出夫君） 議案第７６号、平成２５年度南部町太陽光発電事業特別会計補正予算

（第２号）、質疑ありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（青砥日出夫君） 議案第７７号、平成２５年度南部町病院事業会計補正予算（第１号）、

質疑ありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（青砥日出夫君） なしと認めます。

お諮りいたします。本日、上程議案について議案説明は終わりましたが、質疑を保留のまま、

会議規則第４９条の規定により、１０日の会議に議事を継続したいと思いますが、これに御異議

ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（青砥日出夫君） 御異議なしと認めます。よって、本日の上程議案は、１０日の会議に議

事を継続いたします。

⋞ ⋞

○議長（青砥日出夫君） 以上をもちまして本日の日程の全部を終了いたしました。

これをもって本日の会を閉じたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（青砥日出夫君） 御異議なしと認めます。よって、本日の会議はこれをもって散会といた

します。

それでは、また来週９日は定刻より、本会議をもちまして一般質問を行う予定でありますので、

御参集をお願いをいたします。以上です。

午後５時３０分散会
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